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はじめに 

 

   鹿屋市では、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、「かのや男女共同参画プラン」を平成 21年 3月

に策定し、様々な施策に取組んでいます。 

  本実施計画は、プランの進行管理について、市民の皆様に毎年度作成し、公表するものです。 
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基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目１ 固定的な性別役割分担意識の解消
施策の方向１ 意識改革のための広報･啓発の推進
具体的施策① 広報啓発誌、リーフレット等による広報啓発

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

市民課

※情報紙、リーフレットによる広報啓発。
　・「かのや男女共同参画プラン」概要版の配布
     延べ数　延べ配付数　H26年度331部   H25年度300部
　・「Kanoya男女共同参画Ｎｅｗｓ」の発行
     Ｈ26年度  発行回数　年3回　　 発行部数　延べ15,000部
     Ｈ25年度  発行回数　年3回　　 発行部数　延べ16,500部
  ・「男女共同参画啓発リーフレット」の配布
     延べ配付数　H26年度331部   H25年度400部
  ・ 「男女共同参画啓発リーフレット」の製作 10,000部

 男女共同参画社会の形成を阻害する要因となる
固定的な性別役割分担意識について、社会、地
域、家庭で意識改革するきっかけ作りのため、あ
らゆる機会を通じて、広報啓発活動を行った。

※引き続き、あらゆる機会を通じて広報啓発活
動を行う。

生涯学習課

※「家庭教育ガイド」を活用した広報・啓発
・家庭の教育力の向上を図るために、子育てアドバイス「家庭教育ガイド」を配布した。

H26年度　　小・中学校、新一年生の保護者等10,000部配布
H25年度　　小・中学校、新一年生の保護者等8,000部配布

  性別による固定的な役割分担となるような記述
にならないように配慮して作成し、家庭教育の向
上のために広報啓発を行った。

　家庭教育ガイドの作成・配布
　男女共同による家庭教育の充実について記
載していく。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目１ 固定的な性別役割分担意識の解消
施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直しへの取組

具体的施策① 学習の機会の提供

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

市民課

※各種講座の実施
　・「男女共同参画社会づくり」に関する出前講座
      H26年度　1件　18人     Ｈ25年度　　１件　22人
  ・企業等研修会
      H26年度　1件　22人(８社)     Ｈ25年度　　１件　14人(１社)

 市民一人ひとりが男女共同参画社会について確
かな理解を深めるため、身近な学習の機会として
講座及び研修会を実施した。

※引き続き各種講座を実施する。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目２ 男女共同参画を推進する教育･学習の充実
施策の方向３ 学校等における男女共同参画の視点に立った教育･学習の推進

具体的施策① 指導者等への研修会の実施

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

学校教育課

〔研修の充実〕
※管理職の研修を実施
　・校長・教頭研修会において指導を行った。
  ・各学校における研修会の設定について指導を行う。

 管理職研修会においては、ロールプレイングや
演習を取り入れた服務指導の充実や校内の人権
教育の推進についての研修機会を確保すること
ができた。

〔研修の充実〕
※管理職の研修を実施
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学校教育課

※男女共同参画に関する研修会への参加促進
・各学校に対して研修の周知及び参加の呼びかけを行った。
鹿児島県人権・同和教育基礎講座
鹿屋市人権・同和教育研究会など

 各学校の人権教育等の研修会及び学習会への
参加が計画的に実施され、市人権教育担当者研
修会（年２回実施）においても男女共同参画意識
の高揚に触れることができた。

１　男女共同参画に関する研修会への参加促
進
２　校内研修年間計画への明確な位置付け

市民課

※研修会の実施
［人権・デートＤＶ研修会］
・ ７月 ６日　大姶良中学校（220人）  講師:下敷領須美子
・12月 ５日　高隈中学校　（56人）    講師:下敷領須美子
・12月17日　細山田中学校（88人）   講師: 谷崎和代
［その他デートＤＶ研修会］
・11月12日　鹿屋女子高校（194人）  講師:井上尚美
・12月 ３日　鹿屋工業高校（211人）  講師:下敷領須美子

 男女共同参画を推進する教育学習の充実にあ
たり、学校の教職員、保護者及び生徒の男女平
等意識を高めるための研修会を実施。人権・デー
トＤＶ研修会については、自分の意思を持ちお互
いを思いやれるようになることを目的とし、平成26
年度より３年計画で、市内の中学校(13校)の生
徒・教職員・保護者を対象としている。

［人権・デートＤＶ研修会］
 市内の３中学校で実施する。
［その他デートＤＶ研修会］
 依頼があれば実施する。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目２ 男女共同参画を推進する教育･学習の充実
施策の方向３ 学校等における男女共同参画の視点に立った教育･学習の推進

具体的施策② 男女平等教育の推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

学校教育課

〔道徳教育の充実〕
※研究授業を通した校内研修の充実
２５小学校、１３中学校で校内研修の実施

 各学校では、いじめ問題を考える週間や人権教
育週間などの強調週間を設定し、計画的な授業
参観や授業公開が推進されている。道徳の授業
研究についても各学校で計画的な実施がなされ
ている。

〔道徳教育の充実〕
１　研究授業を通した校内研修の充実

学校教育課

〔人権同和教育の充実〕
※各学校で全教育活動を通して、人権同和教育を推進
　・偏見や差別をなくしていこうとする意欲と実践力を持った人間を育てる
※すべての小・中学校で人権教育強調週間の設定あり。

 各学校で、人権問題強調週間の取組が実施さ
れ、道徳の時間や他教科・領域の時間での実践
が行われている。

〔人権同和教育の充実〕
※各学校で全教育活動を通して、人権同和教
育を推進

学校教育課

〔進路指導の充実〕
※各中学校における学級活動の年間指導計画に進路学習を位置づけ、計画的に指導
・人の生き方、人生の有様について、その多様性を理解するとともに、自分の将来の生
き方や生活について夢や希望を持つ。また、それを実現するための進路計画を立て、
自らの意思と責任で自己の将来の生き方、進路を選択することができるよう導く。

 各中学校で、年間指導計画に基づく指導が実施
されている。

〔進路指導の充実〕
※各中学校における学級活動の年間指導計
画に進路学習を位置づけ、計画的に指導す
る。

学校教育課

〔学級活動の充実〕
※各学校の学級活動の年間指導計画に従い活動を実施
・男女相互に理解を一層深めるとともに、人間として互いに協力し尊重し合う態度を養
う。

 各学校において、年間指導計画に基づき指導が
実施されている。

〔学級活動の充実〕
※各学校の学級活動の年間指導計画に従い
活動を実施

学校教育課

〔保健学習の充実〕
※発達段階に応じた保健学習の充実（体の発育・発達、男女の相互理解）

 各学校で、年間指導計画に基づく指導が実施さ
れている。

〔保健学習の充実〕
※発達段階に応じた保健学習の充実（体の発
育・発達、男女の相互理解）
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生涯学習課

※家庭教育支援事業
　「家庭教育学級の実施」
・各小中学校及び幼稚園で開設し、各学級で学習会を実施
H26年度　実施数　37校　５園　　　実施回数　８～１０　回
H25年度　実施数　37校　５園　　　実施回数　８～１０　回

　小中学校、幼稚園、保育園の各学級で保護者
に男女共同参画を含めた人権に関する学習につ
いて学ぶ機会を提供した。

　小中学校、幼稚園、保育園に家庭教育学級
を開設し、家庭教育に関する学習機会を提供
する。

生涯学習課

※「子育て講座」の実施
・子育てや家庭教育のあり方を見直してもらうために、家庭教育に関心の低い親等も含
め、より多くの親に働きかけ、家庭教育について考える機会を提供

Ｈ26年度　・就学前子育て講座（小学校）25回　1,012人
　　　　　　　・思春期子育て講座（中学校）13回　　611人
　　　　　　　・中高校生のための子育て理解講座（保育園）開催園：17園　参加者：89人
Ｈ25年度　・就学前子育て講座（小学校）25回　1,097人
　　　　　　　・思春期子育て講座（中学校）11回  612人
　　　　　　　・中高校生のための子育て理解講座（保育園）開催園６回　参加者：32人

　男女共同による子育てを含め、家庭教育のあり
方を見直してもらうために、多くの保護者に働き
かけ、改めて家庭教育について考える機会を提
供することにより、家庭の教育力の向上に努め
た。
　中高生のための子育て理解講座においても、
男女ともに参加してもらい、保護者の役割の重要
性を理解する機会を提供することができた。

・就学前子育て講座（新一年生保護者対象）
・思春期子育て講座（中学生保護者対象）
・中高生のための子育て理解講座（保育園17
園）

生涯学習課

※「家庭教育講演会」の開催
・家庭の教育力の向上に資するために、幼稚園・保育園児、小中高校生の保護者を対
象に家庭教育講演会を実施

Ｈ26年度　　第１回：7/19        講師  石橋敏郎 　　　631人
　　　　　　　　第２回：H27.1/16　講師  増岡　弘  　　　813人
Ｈ25年度　　第１回：７/７　　　　 講師  山崎　直子　 1,094人
　　　　　　　　第２回：H26.1/18　講師  原　陽一郎　   774人

  子どもの能力には、性別においてもほとんど差
はなく、子育てにおいて、子どもの人格を尊重し、
子どもの意見や感性を大事にすべきことを学ん
だ。
   また、社会においてコミュニケーションを図る際
に、ことばの持つ影響力、使い方の大切さを学ん
だ。

年に２回（７月と１月）家庭教育講演会を開催
し、家庭の教育力の向上を図る。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目２ 男女共同参画を推進する教育･学習の充実
施策の方向４ 家庭･職場･地域における男女共同参画に関する教育･学習の推進

具体的施策① 講演会･研修会等の開催

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

生涯学習課

※生涯学習まちづくり出前講座の実施
・市職員が、市民に対し行政をわかりやすく説明したり、専門知識を活かした実習等を
行ったりすることで、市民が市政に関する理解を深めるとともに、意識啓発を図り、生涯
学習によるまちづくりを推進することを目的としている。

Ｈ26年度　申込件数：309件　　受講者数： 12,299人
Ｈ25年度　申込件数：294件　　受講者数： 11,936人
 

 現講座開設数は３８あるが、市民に学習機会を
提供するにあたって、性別、年代等参加機会の
不平等がない講座メニューである。
 平成26年度の受講者数は、一般男性 3,301人、
一般女性 6,397人と男性よりもむしろ、女性の受
講が多い。( 性別不明：196人）
　また、小・中・高生の受講者は、2,405人。

・リピーターの他講座の紹介と実施のすすめ
・教頭研修会等、学校への紹介と実施のすす
め（授業への組入れ）
・次年度計画時期での町内会、学校へのメ
ニュー表の配布
・受講希望者と関係課が連絡を密にすることに
より、内容等個々の要請に対応
・受講者（代表）に意見、感想、希望する内容
（メニュー外）等を聞取り（アンケートによる）今
後のメニュー見直しの際の参考とする。
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市民課

※講演会の開催(平成25年度から民間団体に業務委託)

 ・７月 ２日開催（参加者数：138名）
　講演会「ＤＶの実態と子どもへの影響について」（市Ｐ連父親研修会）
　講師：原　健一氏
・９月27日開催（参加者数：92名）
　講演会「なぜ男は暴力を選ぶのか？　ＤＶ加害者の実像と対策」
  講師：沼崎一郎氏
・10月26日開催（参加者数：45名）
　ＤＶ被害者支援フォーラム「つながれ、ひろがれ、ＤＶ被害者支援ネット」
  講演、パネルディスカッション

 男女共同参画社会について一人ひとりが理解を
深めるため講演会を実施(民間団体委託)。新た
な取組として、鹿屋市PTA連絡協議会の父親研
修会にて講演を行い、男女共同参画意識の醸成
を図った。

※年齢性別にかかわりなく広く市民に学習する
機会を提供するよう工夫し、引き続き実施す
る。

市民課

※各種講座の実施【再掲】

　・「男女共同参画社会づくり」に関する出前講座
      H26年度　1件　18人  　　　　  Ｈ25年度　　１件　22人
  ・企業等研修会
      H26年度　1件　22人(８社)     Ｈ25年度　　１件　14人(１社)

 市民一人ひとりが男女共同参画社会について確
かな理解を深めるため、身近な学習の機会として
講座及び研修会を実施した。

※引き続き各種講座を実施する。

市民課

※市職員を対象とした研修の実施

Ｈ26年度
  ２月６日  参加者63人　  講師：髙﨑 恵
H25年度
　８月９日　参加者30人(用務員、給食、学校事務） 講師：たもつゆかり
　２月８日　参加者100人　講師：髙﨑　恵

 職員の男女共同参画意識を高め、男女共同参
画の視点を持った施策推進するため、一人ひとり
が違うことに気づくための研修会を実施。

※対象・内容等を再検討し、実施する。

教育総務課

○市費学校職員（事務・用務・給食）を対象とする研修を予定していたが、平成26年度
は講師の都合がつかず、未実施

 継続して男女共同参画社会の考え方について
の研修を実施する。

・各種研修会で制度の説明を行うとともに、男
女共同参画社会の理念や基本的な考え方に
ついての研修を行う。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目３ 人権尊重への取組
施策の方向５ あらゆる暴力の防止と根絶に向けた広報･啓発の推進
具体的施策① あらゆる暴力の防止対策の推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

学校教育課

※「鹿屋市スクール・セクシャル・ハラスメントに関する指針」の職員への周知・徹底
　・管理職研修会において周知した。
※セクシャル・ハラスメントに関する校内研修会の実施状況調査を行い、不十分な学校
には指導し、改善を図った。

　校長研修会　　　　　６回
　教頭研修会　　　　　６回

 〔各学校におけるセクシャル・ハラスメントに関す
る校内研修の実施〕
※「鹿屋市スクール・セクシャル・ハラスメントに関
する指針」の職員への周知・徹底は、すべての学
校で実施されているが、指針の校内研修での活
用等に不十分な学校があった。

〔各学校におけるセクシャル・ハラスメントに関
する校内研修の実施〕
※「鹿屋市スクール・セクシャル・ハラスメントに
関する指針」を活用し、校内研修の充実を図
る。
※セクシャルハラスメントに関する校内研修会
の実施状況調査を行い、必要な場合には指
導・改善を図る。
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総務課

〔セクシュアル・ハラスメント防止に関する広報・啓発〕

○ハラスメント防止に関する啓発文書等を新着情報に掲載し、全職員に広報・啓発を
行った。（９月17日）
○職員意識調査を通じてハラスメント等の実態把握及び所属長への注意喚起を行っ
た。（11月）
○人権同和問題研修において、ハラスメント防止に関する研修（DVD視聴）を実施した。
（8月、１月）

○ グループウェアへの啓発パンフレット掲載等を
通じて全職員に対する周知・啓発に取り組むとと
もに、職員意識調査等による実態把握やハラスメ
ント対策研修の実施により、ハラスメント防止に
関する職員意識の向上を図った。

○平成26年度のハラスメント対策委員会が、日
程上の都合により開催できなかったため、平成27
年度に開催する必要がある。

あらゆるハラスメント防止に向け、引き続き、職
員の意識啓発をはかるとともに、ハラスメント
の実態把握や対策の充実強化など、必要な措
置を講じる。
・グループウェアや職場ミーティングの場等の
活用
・職員意識調査やハラスメント相談窓口の活用
による予防と早期発見
・ハラスメント防止に係る全庁的な推進体制を
維持・強化していくため、ハラスメント対策委員
会において適宜、協議を行う。

市民課

※女性に対する暴力を防ぐなくす運動期間(11月12日から11月25日)における啓発活動

   ・広報かのやに記事掲載
   ・Ｋａｎｏｙａ男女共同参画Ｎｅｗｓに特集記事作成  H26年度5000部
   ・ＤＶ防止啓発カード作成、配布
　　　　　延べ配付数　H26年度280枚(関係団体、地域推進員連携)
   ・パープルツリー庁舎内展示(ツリーは11月12日国際ソロプチミスト鹿屋より寄贈)
   ・パープルイルミネーション(リナシティかのや周辺)

女性に対する暴力は重大な人権侵害であること
から、暴力防止のために関係団体、県男女共同
参画地域推進員等と連携して、広報啓発活動を
実施。

※引き続き実施する。

市民課

※研修会の実施【再掲】

［人権・デートＤＶ研修会］
・ ７月 ６日　大姶良中学校（220人）  講師:下敷領須美子
・12月 ５日　高隈中学校　（56人）    講師:下敷領須美子
・12月17日　細山田中学校（88人）   講師: 谷崎和代

［その他デートＤＶ研修会］
・11月12日　鹿屋女子高校（194人）  講師:井上尚美
・12月 ３日　鹿屋工業高校（211人）  講師:下敷領須美子

男女共同参画を推進する教育学習の充実にあた
り、学校の教職員、保護者及び生徒の男女平等
意識を高めるための研修会を実施。人権・デート
ＤＶ研修会については、自分の意思を持ちお互い
を思いやれるようになることを目的とし、平成26年
度より３年計画で、市内の中学校(13校)の生徒・
教職員・保護者を対象としている。

［人権・デートＤＶ研修会］
 市内の３中学校で実施する。
［その他デートＤＶ研修会］
 依頼があれば実施する。

生涯学習課

※人権教育啓発活動促進事業
　啓発ポスター･標語の募集、作成、発行及び作品展の開催

○人権標語、人権ポスター展を通して小中学生の人権意識の啓発を図るため実施。
・入賞作品を使って人権ポスターを作成し、 学校をはじめ関係各所に配布し掲示を依
頼。
・12月の人権週間に鹿屋市市民交流センター（リナシティかのや）、市役所ホールへ入
賞作品を展示し、多くの市民への啓発を行った。
・「人権ポスター・人権標語ポスター」作成枚数　　　300枚

　市内各小中学校に募集を行い、子どもたちに人
権についての理解を深め、さらにポスター等の掲
示により市民への啓発を行うことで、差別をなく
し、支え合う社会づくりに資するものと思われる。

啓発ポスター・標語の募集、作成、発行及び作
品展の開催
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生涯学習課

※人権教育啓発活動促進事業
　人権問題講演会の開催
･人権に関する講演会を実施し、市民の人権に関する意識啓発を推進

Ｈ26年度　11/15 　 参加者309人
   場所:リナシティかのや   講師：柳田　五月
　（部落解放同盟鹿児島県連合会　女性運動部副部長）
Ｈ25年度　12/7 14:00～16:30    参加者319人
　場所：リナシティかのや　講師：石塚　勝郎（日本カウンセラー協会県支部代表）

 多くの市民の参加が得られ、子どもたちの人権
感覚は、家庭の中言動から始まっていることから
男女共同参画について学習する機会を提供する
ことができた。

　人権問題講演会の開催

市民課

 ・人権教育・啓発のリーフレット作成   ・職員研修会の実施(総務課へ引継)
 ・人権相談所の開設 (19回) ・鹿屋市人権教育・啓発基本計画の策定
 ・人権教育・啓発推進会議の開催
 
 (広報・啓発活動)
※国、県等から送付されるリーフレットやポスター等による広報啓発活動
　(配布先 : 支所、出張所等)
 ・人権書道展  ・人権週間街頭啓発活動

○市民が、男女共同参画を含めた人権尊重を
日々の生活の中で十分に理解してもらえるよう
に、様々な人権教育・啓発の取組を行った。

 人権教育・啓発
 庁内関係課及び関係団体による合同啓発活
動

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目３ 人権尊重への取組
施策の方向６ ＤＶ･セクハラ被害者の保護と支援体制の充実
具体的施策① 被害者への相談体制の充実

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

総務課

　〔鹿屋市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する庁内相談体制の充実〕
※相談員を配置し、相談員の研修を実施した。

○相談員数 16 人(うち女性相談員13人)・・・H26新規相談員１名（女性）
○相談件数　２ 件
○新規採用職員に対する研修
○人権同和問題研修におけるハラスメント対策研修の実施

○欠員が生じた女性ハラスメント相談員につい
て新たに女性相談員１名を選任し、16名の相談
員の内、女性相談員13名を確保し、女性職員が
相談しやすい体制を維持した。
 
○新規採用職員を含む全職員を対象とする人権
同和問題研修にハラスメント対策に関する講義
（DVD研修）を盛り込み、研修機会の充実を図っ
た。

○引き続き女性相談員数の維持に努めるとと
もに、新任相談員に対する研修機会等の確
保・充実に取り組む。

○新規採用職員研修など各種研修を通じて、
ハラスメントに関する知識を身につけさせ、ハ
ラスメント対策の重要性に関する認識を養う。

学校教育課

※児童・生徒及び職員の窓口として、それぞれに男女別の窓口を設け、相談員を配置
させ、周知を徹底させる。
・管理職研修会で周知した。
※相談窓口状況を調査し確認した。相談窓口として不十分な学校には指導し、改善を
図った。

・校長研修会　６回     教頭研修会　６回

 〔スクール・セクシャル・ハラスメントに関する相
談体制の整備〕
 児童・生徒及び職員の窓口として、それぞれに
男女別の窓口を設け、相談員を配置させたが、
一部の学校で職員、児童・生徒への周知が不十
分なところがあった。

〔スクール・セクシャル・ハラスメントに関する相
談体制の整備〕
※児童・生徒及び職員の窓口として、それぞれ
に男女別の窓口を設け、相談員を配置させ、
周知を徹底させる。
・管理職研修会での指導する。
・相談窓口状況の設置および周知状況を調査
し、必要な場合には指導、改善を図る。
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学校教育課

〔DVによる転出入児童生徒への適切な対応〕
※個人情報取り扱いの学校への指導及び関係機関と連携を図り、適切な対応を行うこ
とができた。
※学校への就学措置に伴い、学校との連携や就学援助費等の説明を確実に行うこと
ができた。

 個人情報取り扱いの学校への指導及び関係機
関と連携を図り、適切な対応を行うことができた。
 学校への就学措置に伴い、学校との連携や就
学援助費等の説明を確実に行うことができた。

〔DVによる転出入児童生徒への適切な対応〕
※個人情報取り扱いの学校への指導及び関
係機関と連携を図り、適切な対応を行う。
※学校への就学措置に伴い、学校との連携や
就学援助費等の説明を確実に行う。

子育て支援課

※県等が主催する研修会への参加　　Ｈ26年度（６回参加）　Ｈ25年度（５回参加）
Ｈ26年度　 ・婦人相談所によるＤＶ問題研修会：３回
            　 ・県男女共同参画室によるＤＶ問題研修会：３回
Ｈ25年度　 ・婦人相談所によるＤＶ問題研修会：２回
            　 ・県男女共同参画室によるＤＶ問題研修会：３回

　

 相談者に対して、暴力は人権侵害であり、また
子どもに対しても虐待に当たると認識させること
ができた。
 県等の主催する研修に参加できた。

きめ細やかな相談を行う うえで専門的な研修
を受けることが重要なことから、県等の主催す
る研修に参加をしている。
  県等が主催する研修会への参加

子育て支援課

※婦人保護事業
　婦人相談員によるＤＶの相談、救済のアドバイス等を実施した。
Ｈ26年度　　　ＤＶ相談件数　　　146件
Ｈ25年度　　　ＤＶ相談件数　　　　70件

 相談者に対して、暴力は人権侵害であり、また
子どもに対しても虐待に当たると認識させ本人の
意思を尊重しながら行うことができた
 相談者本人の意思を尊重しながら関係機関と連
携を図れた。

鹿屋市配偶者暴力相談支援センターを設置
し、女性相談員等によるＤＶの相談、自立に向
けてのアドバイス等を実施する。
　関係機関と連携の強化を図る。

市民課

※県主催研修会等への参加
・ＤＶ担当課長等研修会           H26年度 1回   H25年度 1回
・相談業務研修会                   H26年度 2回   H25年度 2回
・ＤＶ相談員養成講座(4日間)    H26年度 1回

 DV被害者の相談・支援に携わっている相談員等
の研修会に参加し、必要な知識の修得や支援関
係機関との連携に努めた。

※引き続き同様の研修会等への参加

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目３ 人権尊重への取組
施策の方向６ ＤＶ･セクハラ被害者の保護と支援体制の充実
具体的施策② 被害者への支援体制の充実

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※ 母子生活支援施設入所事業
　ＤＶ被害者へ日常生活の支援
　Ｈ26年度措置費　3,157,754円　　Ｈ25年度措置費　7,794,470円

○入所者に対し、細やかに連絡をし、施設入所
後の生活の状況等を確認しながら、支援を行って
いる。

DV被害者の日常生活の支援を実施する。

市民課

〔ＤＶ被害者に対する支援措置〕
※住民基本台帳の交付等を制限する支援措置を実施した。
Ｈ26年度　申出件数：79件　　支援措置件数：79件
Ｈ25年度　申出件数：67件　　支援措置件数：67件

○被害者支援のため、相談内容により関係各課
へ案内等を行った。

住民基本台帳の交付等を制限する支援措置

建築住宅課

〔ＤＶ被害者に対する支援措置〕
※ＤＶ被害者の市営住宅への優先入居
・入居資格の拡充
　「配偶者や元配偶者」に加え、「同居する交際相手や元交際相手」からのDV被害者適
用とした。
・Ｈ26年度　優先入居数  0件
・Ｈ25年度　優先入居数  0件

   市営住宅の優先入居については、保護という
より、人生の再出発を目的とした優先入居である
と考える。

  被害者に対する保護や日常生活への支援を
推進する。
　被害者支援のため、市営住宅への優先入居
と市関係課及び関係機関と緊密な連携を図
る。
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市民課

※ＤＶ被害者への全庁的な支援
・ＤＶ対策庁内連絡会議の開催
   H26年度 1回
   H25年度 0回(DV基本計画策定関係会議3回)
   → H26年３月「鹿屋市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」策定

 DV被害者への支援のため、関係各課や関係機
関との更なる連携を強化する必要がある。

 各課の支援内容の確認及びケース会議をす
ることにより課題等の検証、計画の進行管理を
行う。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目３ 人権尊重への取組
施策の方向７ 生涯にわたる心身の健康支援
具体的施策① 心身の健康づくりの支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

健康増進課

※エイズ予防事業 (エイズ予防に関する知識の普及啓発の実施)
講演会、学習会等を実施した。

Ｈ26年度
   講演会、学習会：12小学校17回/786人・11中学校19回/2108人
                             1小中一貫校含む
 
Ｈ25年度
   講演会、学習会：8小学校/389人・11中学校/893人・3高校/697人
                             1小中一貫校/78人
   健康増進事業:健康教育  10回 835人

○毎年希望する学校も増え、担当教諭との連携
もあり、学校側も計画的実施になっている。早期
からの性役割に関する健康教育の機会としても
有効な事業となっている。

２6年度同様調査後希望校へ実施

健康増進課

※心の健康づくり事業
　保健師による「こころの健康相談」を実施及び講演会・うつ病予防講演会の開催

Ｈ26年度　こころの健康相談
　　健康相談日： 毎月20日(一般健康相談日に同日実施)
                        希望者に対して日程設定し随時対応
  　場所： 鹿屋市保健相談センター　回数：16回　　相談者：28人
    健康相談室：健康相談室で随時、面接・電話での相談実施 延べ94件
    健康教育1回11人
    心の健康づくり講演会2回 373人

Ｈ25年度　こころの健康相談
　　　健康相談日： 毎月20日(一般健康相談日に同日実施)
                        希望者に対して日程設定し随時対応
  　場所： 鹿屋市保健相談センター　回数：19回　　相談者：33人
    健康相談室：健康相談室で随時、面接・電話での相談実施 延べ41件
    健康教育:2回 106人
    心の健康づくり講演会：5回  577人

○内容が男女の立場に関係する問題や、性の問
題もふえてきている。相談担当者の研修会への
参加やケース会議を実施し、関係者間で連携し
対応している。

・自殺対策事業としても広くチラシ等を活用し啓
発していく
・相談しやすい環境整備の検討
・スタッフの研修
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健康増進課

※国民健康保険保健事業
　健康づくり推進委員による各種健康診査の受診奨励を行った。

Ｈ26年度　健康づくり推進員　　167人
　　　　　　 受診奨励数             176件

Ｈ25年度　健康づくり推進員　　171人
　　　　　　 受診奨励数              287件

○男性が０人 と女性167人で構成、男性を増や
す必要がある。

①各種健診の積極的受診及び受診勧奨
②各種健診会場での協力
③保健指導(結果報告会)への参加
④各種講演会への参加
⑤地域で主体的に実施している健康づくり事
業への参加及び参加勧奨
⑥介護予防事業への参加

健康増進課

※健康増進事業
・各種専門家による健康増進事業を行い、市民の健康づくりに対する意識啓発と健康
行動を促進した。

Ｈ26年度
 ・健康ハート市民セミナー70人・腎臓病予防教室235人・がん予防講演会60人
 ・親子ヘルスアップセミナー(女子校生等45人)
 ・親子体験教室(52人) ・農村医学研究会250人
 ・相談事業  相談日38人依頼分4人  相談室131人  ・訪問92人

Ｈ25年度
 ・健康ハート市民セミナー80人・脳卒中予防講演会450人
 ・腎臓病予防教室270人・胃がん予防講演会41人
 ・親子ヘルスアップセミナー(女子校生40人)
 ・親子体験教室74人(31組)）
 ・相談事業  相談日53人  相談室89人  ・訪問32人

○若い世代からの健康づくりが生活習慣病の予
防や安心して生活する基盤と考え、事業推進をし
ているが、参加者が増えない。

・糖尿病予防の為の健診の対象者の拡大を検
討している。
・がん全般の予防の為の講演会を予定
・若い世代(女子高校生、妊産婦等、学童親子)
への健康教育

健康増進課

※健康診査・がん検診事業　［各種健康診査〕
早期発見、早期治療を図るために各種健診を実施

Ｈ26年度
 ・特定健診  5,914人・長寿検診 2,342人
 ・がんに係る各種健診者数： 胃 3,653人　 前立腺2,353人  　腹部 5,353人 大腸  6,074
人　 子宮　4,456人　 肺ガン  CT 133人　 乳3,920 人　 肺  8,037人
 ・その他の検診:: 歯周病3275人　骨粗鬆症 4,335人 肝炎ウイルス検診998人

Ｈ25年度
 ・特定健診  6,231人・長寿検診 2,148人
 ・がんに係る各種健診者数： 胃 3,832人　 前立腺2,295人  　腹部 5,532人 大腸  6,149
人　 子宮　4,921人　 肺ガン  CT 87人　 乳4,221 人　 肺  9,466人
 ・その他の検診:: 歯周病 335人　骨粗鬆症 4,834人 肝炎ウイルス検診830人

○女性のがん検診委託先を増やすことによって
選択の拡大になった。

女性がんの集団検診の委託先拡大と健診日
程の増。
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健康増進課

※特定保健指導事業　特定保健指導を実施した。

H26年度
・積極的支援   　委託分 11人  市直営事業 26人　25年度継続支援 24人
・動機付け支援  委託分132人 市直営事業  23人  25年度継続支援 21人
・集団支援
　　結果報告会   68回 671人  教室  48回   227人 健康くらぶ 13回  192人
・事後支援
　　糖追跡追跡支援69人　教室１０回１６４人  要指導者保健指導   72人
 
 H25年度
・積極的支援   　増進センター委託分 19人 市直営事業 33人　24年度継続支援 20人
・動機付け支援  増進センター委託分150人 市直営事業 187人24年度継続支援 15人
・集団支援
　　結果報告会   58回 658人  教室  34回   193人 健康くらぶ 13回  164人
    面接  101人　要指導者保健指導   901人

○特定保健指導実施率40%には達しなかった。
○特定保健指導対象者は男性が多い。動機付け
支援40～74歳、積極的支援40～64歳という働き
盛りの年齢で、生活リズムや食生活に気を配るこ
とがなかなか難しい現状にある。また、単身者、
未婚で高齢の親との同居という世帯状況も多い。

・働き盛りでも参加できるような内容の事業の
構築、夜間教室の委託などにより実施率の向
上を図る。
・男性の食の自立、健康管理の意識を高める
ための指導を行う。食生活では外食・中食利用
での食事バランスのとり方、簡単な料理方法も
含めた栄養指導、生活指導では適度な運動、
休養、節酒、禁煙の指導を行う。

健康増進課

※かのやヘルスアッププラン21推進事業
　健康増進センターとの連携による健康づくり処方に基づく健康づくり運動支援

・市民健康づくり講座を実施
１ 目的  ①健康づくり意識の普及と向上 、②健康づくり活動の推進 、
　　　　   ③健診受診の勧奨、④づくりに関する正しい知識の習得
２ 事業内容   運動・栄養・休養に関する講話と運動実践を組合わせた講座
３ 受講対象者　16歳以上の鹿屋市民

H26年度　6回実施　146人参加
H25年度　6回実施　138人参加

○自分自身らしい生活を維持するために必要な
知識の普及と意識の向上を図った。

※健康増進センターとの連携による健康づくり
処方に基づく健康づくり運動支援

子育て支援課

※幼児体育能力向上支援事業を実施

①実施保育所
　・寿敬心保育園・西南保育園・平和保育園・円鏡保育園・敬心保育園・正徳保育園
  ・ふたば保育園・上小原保育園・つるみね保育園 ・高須保育園・こばと保育園・杉の
  子保育園・洗心保育園・和光保育園・さくら保育園・はらい川保育園・二葉保育園
  ・光明保育園・くりのみ学園・ひなぎく保育園・南ん里          計21園（新規８園）
②対象児童　　認可保育所に通う3歳児以上の園児
③回数　　　１回の教室は1時間程度
　　　　　　　　・新      規：４園×月２回×  ５ヶ月×２クール(前期・後期=80回
　　　　　　　　・２年継続：４園×月１回×10ヶ月=40回
                  ・３年継続：９園×年５回(1回/２ヶ月)=4５回     合計１６５回
④測定　　　コーディネーション運動教室の開始時と終了時の体力測定を実施し、結果
をフィードバックする。

○体力測定結果において、年齢が上がるのに伴
い、測定の数値が向上していくことがわかった。
今後、本事業の数値だけで評価できない部分に
ついて、効果を測定できるよう測定内容や評価法
を検討する必要がある。
　また、本事業の実施により、実施園においては
トレーニングや幼児の運動について、理解を得て
きている。

平成26年度をもって3カ年事業終了。
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市民スポーツ
課

  ※生涯スポーツ推進事業
　市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、市民総ぐ
るみのスポーツ活動支援に努め、生涯スポーツの振興を図る。

○スポーツフェスタinかのや　開催日：平成26年10月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※台風の為中止
○ローズヒル駅伝大会　　　　実施日：平成26年11月16日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：365人（うち女性160人）
○スポーツ推進委員　　　　　委嘱期間：平成26年４月１日～平成28年３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員60人（うち女性12人）

○年代や性別に関係なく、誰でも気軽に参加でき
るスポーツ活動を推進し、市民の心身ともに健康
な市民生活の支援が行えた。
　また、各種スポーツ施設の整備充実を図り、ス
ポーツ・レクリエーション活動の普及に努め、生涯
スポーツを推進する。

　男女共同参画社会の形成の促進を図る手段
として、スポーツ分野における女性がリーダー
となる機会の増加を促すため、各種スポーツ大
会の実施やイベント等を開催し、女性の参加促
進に努める。
　また、各種スポーツ大会等は、男女が参加し
やすいよう休日に開催する。

市民スポーツ
課

※総合型地域スポーツクラブ活動事業
　各種スポーツ教室や大会の開催、指導者の養成等を行い、市民が気楽にスポーツに
親しめる生涯スポーツ社会の形成を図るため実施

○各種スポーツ教室等を実施
   種目数：16種類27コース　　　会員数：2,730人（うち女性1,208人）
○ウォーキング大会を開催
   開催日：平成26年11月２日（日）　　参加者数：192人（うち女性121人）

○市民が気軽にスポーツに親しめる生涯スポー
ツ社会の実現に向け、各種スポーツ教室や大会
など開催した「かのや健康・スポーツクラブ」へ事
業補助を行い、市民の生涯にわたる心身の健康
づくりの支援が行えた。

　各種スポーツ教室や大会の開催、男女問わ
ない指導者の養成等を行い、市民が気軽にス
ポーツに親しめる生涯スポーツ社会の形成に
努める。

基本目標Ⅰ 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立
重点項目３ 人権尊重への取組
施策の方向７ 生涯にわたる心身の健康支援
具体的施策② 性差を考慮した健康支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

健康増進課

※健康増進事業
Ｈ26年度 ・産後ママのエクササイズ教室  参加数 20人
 
Ｈ25年度 ・女性の為の健康講座  参加数  39人
             ・性に関する学習会  ８回   参加数７２１人

○性差を考慮した講座、学習会を開催した。 性差を考慮した健康づくり支援に取り組む。
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■基本目標Ⅱ 

□男女がともに安心して暮らせる環境の整備 

 

 

 

重点項目４ ワーク・ライフ・バランスの促進 

 

重点項目５ 農林水産業・商工業の自営業等における男女 
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重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備 
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基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目４ ワーク･ライフ･バランスの促進
施策の方向８ 多様な働き方に対応する就業環境の整備
具体的施策① 講演会･セミナーの開催

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

市民課

※研修会の実施
・企業等研修会【再掲】
      Ｈ26年度　1件　22人(８社)     Ｈ25年度　１件　14人(１社)

 職場における女性の能力発揮にむけて、男女共
同参画、ワーク・ライフ・バランスについて企業向
けの研修会を日本政策金融公庫と協働で実施し
た。

※引き続き実施する。

情報行政課

※情報化研修事業
職員向けの情報化研修を実施し、情報セキュリティへの職員意識の向上や情報処理技
能の向上による業務効率化を図る。
　　Ｈ26年度
　 ・情報セキュリティ研修　13日間  134人（うち女性31人）
　Ｈ25年度
　　・office2013研修　11回　１25人(うち女性41人)
　　・office研修          4回　  71人(うち女性12人)

○研修の対象者は各所属の職員であり、その選
定に当たっては、情報を取り扱うことの多い職員
等としており、公平なものとなっている。今年度は
受講者の約４分の１が女性職員となっている。
○課題は特になし。

職員向けの情報化研修を実施し、情報セキュ
リティへの職員意識の向上や情報処理技能の
向上による業務効率化を図る。

産業振興課

＜各種セミナー、講演会等の開催＞
〇地域資源魅力発信セミナー
  女性が持つ柔軟な視点や豊かな感性により大隅地域の地域資源の魅力を伝えるた
めのセミナーを開催し、新たな商品開発の機運醸成や食産業の活性化を図るもの
・参加者数　　36人うち女性32人

〇農林水産物食品輸出入門セミナーｉｎ鹿屋
   海外販路開拓に対する機運醸成を図ることを目的として、ジェトロ鹿児島と連携した
セミナーを開催するもの             　・参加者数　　　20人うち女性３人

〇農商工連携・６次産業化講演会
   ６次産業化に向けた機運の醸成や知識の向上、人的ネットワークの構築を図る
　・Ｈ26年度参加者数　　　157人うち女性19人
  ・Ｈ25年度参加者数　　　135人うち女性30人

○ 男女分け隔てなくセミナー等の周知・案内・参
集を図ることができた。

  今年度においても、男女分け隔てなくセミ
ナー等の周知・案内・参集を図ることとする。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目４ ワーク･ライフ･バランスの促進
施策の方向８ 多様な働き方に対応する就業環境の整備
具体的施策② 就業を促進するための環境の整備

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

産業振興課

〔企業誘致の推進〕
※企業誘致推進のために企業訪問（県外）を実施
Ｈ26年度延べ訪問件数　32件　・立地協定件数　３件
Ｈ25年度延べ訪問件数　30件　・立地協定件数　１件
※雇用の確保と地域経済の活性化を目的とした地方創生先行型の事業として、飲食料
品製造業等を対象とした補助制度を創設。

○安定した雇用の場を確保するため、既存の立
地企業の工場新設・増設に対する支援を実施し
た。

○雇用の確保と地域経済の活性化を目的とし
た地方創生先行型の事業として、飲食料品製
造業等を対象とした補助制度を活用した企業
立地等を推進するとともに、人材育成策とし
て、地元高等学校生を対象とした立地企業の
工場見学等を実施する。
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産業振興課

<地域産業活動支援>
　地域産業活動に関する相談対応
Ｈ26年度･延べ訪問件数　255件うち女性46件
Ｈ25年度･延べ訪問件数　169件うち女性22件

※インキュベータ室入居者の支援
Ｈ26年度・入居者（機関）数　１            Ｈ25年度・入居者（機関）数　１

○起業・創業等にかかるワンストップ窓口として、
男女分け隔てなく、相談対応を行った。

　今後も、起業家への相談業務等を行い、起業
しやすい環境づくりに取り組む。

商工観光課

〔労働行政〕※市広報紙等へ掲載し、労働行政に関する啓発
○鹿屋高等技術専門校からの技術訓練等の啓発（年３回）
○就活力アップ支援セミナー、
○若者サポートステーションの案内
○介護職員基礎研修の講座等、
○労働セミナー、技能研修セミナーの案内
○ＵＩターンフェア鹿児島＆県内就職合同面接会の開催　等

ハローワークでの求人において、特殊な業種(女
性風呂掃除清掃員等)を除き、男女の区分をしな
いようにしており、多種多様な企業への就労機会
を平等に与えることができていた。

 求人の問い合わせがあった際には、男性の育
児休暇や女性の産前産後休暇など、福利厚生
な関する情報についても提供していくように指
導していく。

総務課

・育児休暇制度や介護休暇制度等の各種休暇制度の周知を行うなど、各休暇を取得し
やすい環境の整備や定時での退庁促進（毎週水曜日）や時間外勤務の縮減を図った。
・また、臨時職員に対し、子の看護休暇等の各種休暇を整備するなど勤務条件の充実
を図った。

一定程度の勤務条件について整備は図られた。 所属長会議やグループウェア等の周知や事務
の簡素化・合理化の推進により、定時退庁の
促進や、更なる時間外勤務の削減を図る。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目４ ワーク･ライフ･バランスの促進
施策の方向９ 家庭における男女共同参画の促進
具体的施策① 家庭における男女共同参画の促進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

総務課

〔育児休業等の取得促進〕
育児休業制度等の周知を図るなど取得をしやすい環境を整備した。

○Ｈ26年度実績
 　・育児休業を取得した職員数　　　　　　　　　１５名 （男性０名）
　 ・部分休業を取得した職員数　 　　　　　　　　　２名（男性０名）
　 ・育児時間（特別休暇）を取得した職員数 　　１名（男性０名）
○Ｈ25年度実績
　 ・育児休業を取得した職員数　１６名（男性0名）

育児休業の対象者となった女性職員全てが育児
休業を取得したが、男性職員による育児休業の
取得はなかった。
（Ｈ２２　２名、Ｈ２３～Ｈ２６　０名）

所属長会議や庶務担当者会議、グループウェ
ア等により周知を図り、育児に関連する休暇を
取得しやすい環境を整えるとともに、特に男性
職員の育児休業の取得促進について周知徹
底を図る。

総務課

〔介護休暇等の取得促進〕
※介護休暇制度等の周知を図るなど取得をしやすい環境を整備した。

 ○平成26年度実績
   ・介護休暇を取得した職員数　０名（※短期介護休暇　２名取得）
 ○平成25年度実施
    ・介護休暇を取得した職員数  ０名(※短期介護休暇 　２名取得)

介護休暇の取得者はいなかったが、短期介護休
暇の取得促進や介護休暇制度の周知を図れた。

所属長会議や庶務担当者会議、グループウェ
ア等により周知を図り、介護休暇等を取得しや
すい環境を整える。
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教育総務課

〔研修会等における具体的制度の説明〕
○育児･介護休暇の制度が確立されており、一定の周知は図られてきている。

　（平成26年度実績）　　　　　　　 ・育児休暇等 ０人
　（平成25年度実績）               　・育児休暇　　１人（463日）

・育児・介護休暇の制度が確立されており、一定
の周知は図られている。
・制度を活用しやすい環境整備、人事異動に努
めていく。

・各種研修会で制度の説明を行うとともに、男
女共同参画社会の理念や基本的な考え方に
ついての研修を行う。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目５ 農林水産業･商工業の自営業等における男女共同参画の促進

施策の方向１０ 働きやすい労働環境の整備
具体的施策① 情報･学習機会の提供

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

農林水産課

〔女性の農業･農村における社会参画への支援〕

・消費拡大イベントへの参加
・みなと朝市での漁村の伝統文化、食文化等の伝承機会の提供をした。

・漁業者の後継者不足や高齢化により、漁村女
性の参加の場が少なくなってきているため、沿岸
部の漁村の衰退が著しい。

・消費拡大事業やみなと朝市をはじめとする漁
村の伝統文化、食文化等の伝承機会の提供を
通して、後継者育成に努めていきたい。

農業委員会

[研修会等への参加促進]

・Ｈ26年度、鹿児島県女性農業委員の会が、鹿児島市で開催された。
・意見交換を交えながら今後の農業委員の役割、さらに女性・青年農業者の農業委員
への登用促進など取り組みについて話し合いがなされた。
・いろいろ課題もあったが、男性に負けず劣らず女性のパワ一を感じる研修会であっ
た。

40人中3名の女性委員であるが、研修会にも積
極的に参加され、情報等についても総会で報告
がなされている。課題としては、女性委員が少な
いことから女性委員だけによる活動が思うように
できない。

研修会を計画し、積極的に女性委員が参加で
きる場を設けたい。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目５ 農林水産業･商工業の自営業等における男女共同参画の促進

施策の方向１０ 働きやすい労働環境の整備
具体的施策② 労働環境の整備

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

農林水産課

※認定農業者の育成

  認定農業者数(H27.3末現在659経営体)

・市広報誌、農業支援センターだより、ポスター等の活用による普及啓発活動の実施
・家族経営協定締結数・・０件
・農業経営指導相談員の農家巡回を中心に、協定すべき経営体については、戸別訪問
により啓発活動を実施した。
・各地区認定農業者の会先進地研修の実施

女性農業者の育成という観点からは目標を下
回っている。

農業経営指導員の戸別訪問を中心に啓蒙活
動を行う。
夫婦での新規就農者や後継者の育成・確保に
つとめたい。
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商工観光課

〔労働者福祉団体支援〕
※中小企業等勤労者福祉サービスセンター事業
※平成24年度から鹿屋市勤労者サービスセンターに名称変更。

○市中小企業等勤労者福祉サービスセンターへの補助金を交付し、働きやすい労働環
境の整備を行う。
・名称変更に伴い個人事業所も会員獲得へ向け門戸を広げることが可能となった。

○中小企業勤等労者の福祉の向上等を目的に事業を実施
・共済給付（慶弔給付金）
･助成金制度（人間ドック、インフルエンザ予防接種、施設利用等助成、チケット、宿泊、
学習講座等）
・健康相談
・イベント（親睦ボウリング、縁結び、自己啓発講座等）等

・Ｈ27.3.31現在で、会員割合男性1,194
（51.67％）・女性1,117（48.33％）の構成割合と
なっており、ほぼ同じ割合での会員割合となって
いる。
・福祉厚生事業の案内、啓発は男女を問わず積
極的な会員への提供を行っている。
・健康管理の一環としてレディース検診等、女性
への積極的な受診呼びかけを行っている。

・事務所等への福利厚生事業の案内、啓発は
男女を問わず積極的な会員への提供を行うこ
ととしたい。
・新たなサービスとして、クリスマスケーキ助成
を新設し、会員のニーズに沿ったサービス助成
を行うところである。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目５ 農林水産業･商工業の自営業等における男女共同参画の促進

施策の方向１１ 女性の経済的地位の向上に対する施策の推進
具体的施策① 地位及び技術向上のための啓発活動や環境整備

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

農林水産課

〔女性農業機械士の技術向上〕
　農業機械士を対象として、けん引用農業機械の運転操作並びに農業機械の簡易な修
理の知識及び技能を修得するための「農業機械士応用研修」を県農業大学校が実施
女性農業機械士の参加実績（鹿屋市）
　　□平成26年度　　　 女性農業機械士・・・１名
　　□平成25年度　　　 女性農業機械士・・・０名
〔食と農を結ぶ女性起業支援〕
　

県農業大学校が実施する機械化研修について
は、実施年度の状況によって受講可能人数に変
動がある。今年度は女性受講者がいなかった。

　県農業大学校において実施予定。
　　受講予定者　３０名×８回＝２４０名
　　（※受講予定者数については、男女合わせ
た人数）

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１２ 多様なライフスタイルに対応する子育て支援策の充実
具体的施策① 保育サービス（延長･休日･一時・病児・障害児･学童保育）の拡充

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※ 保育対策等促進事業
　休日保育、病児、病後児保育、延長保育等の特別保育を実施
Ｈ26年度 ・休日保育：実施箇所　１か所　延べ利用児童数 1,223人
　　　　　　 ・病児・ 病後児保育：実施箇所 １か所　延べ利用児童数　814人
　　　　　　 ・延長保育： 実施箇所　29か所　延べ利用児童数　36,905人
Ｈ25年度 ・休日保育：実施箇所　１か所　延べ利用児童数 1,125人
　　　　　　 ・病児・ 病後児保育：実施箇所 １か所　延べ利用児童数　805人
　　　　　　 ・延長保育： 実施箇所　29か所　延べ利用児童数　37,285人

日曜・祝日等に保護者の就労等による休日保育
の実施、児童が病気で保護者が就労等による病
児保育の実施などの保護者のニーズにあった保
育を提供できた。

休日保育、病児保育などを継続して事業を実
施する。
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子育て支援課

※子育て支援交付金事業
　一時預かり事業などの特別保育を実施
Ｈ26年度 ・一時預かり事業：実施箇所　9か所　延べ利用児童数  5,880人
　　　　　　 ・子育て短期支援事業
　　　　　　 ・地域子育て支援拠点事業
　　　　　　 ・ファミリー・サポート・センター事業
Ｈ25年度 ・一時預かり事業：実施箇所　9か所　延べ利用児童数  5,965人
　　　　　　 ・子育て短期支援事業
　　　　　　 ・地域子育て支援拠点事業
　　　　　　 ・ファミリー・サポート・センター事業

家庭において一時的に保育を受けることが困難
になった乳幼児について、保育所で一時的に預
かり、必要な保護を行った。また、老若男女の地
域住民との子育て支援活動、交流促進に努め
た。
また、新たに２カ所の保育所へ補助を開始した。
※子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事
業、ファミリー・サポート・センター事業について
は、別資料で評価

一時預かり事業を継続して実施する。

子育て支援課

※放課後児童健全育成事業
　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童を対象に、遊びを主とする指導を行
い、児童の健全育成を図るため、放課後児童クラブを実施
Ｈ26年度・実施箇所数　　24か所　・登録児童数　 1,293人
Ｈ25年度・実施箇所数　　21か所　・登録児童数    1,144人

小学生を、放課後に保育所などの施設を利用し
て、仕事をしている保護者の帰宅までの間保育を
実施。
利用者は年々増加している。

保護者の就労等により昼間家庭にいない小学
校に就学している児童に対し、授業の終了後
等に適切な生活の場を与えて、その健全な育
成を引き続き図る。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１２ 多様なライフスタイルに対応する子育て支援策の充実
具体的施策② 子育てに関する情報提供と学習機会の提供

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

〔子育て情報の提供〕
※「パパ・ママ・子どもの便利手帳」の配付
 ・母子手帳の交付時や窓口等で配付
 ・市ホームページによる子育て情報の提供

Ｈ26年度配付数2,000部　　　　　　　　Ｈ25年度配付数2,000部

　パパ・ママ・子どもの便利帳を配付することで、
子育てに関する情報を広く提供することができ
た。

　パパ・ママ・子どもの便利帳の配付

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１３ 地域における子育て支援の推進
具体的施策① 子育て支援のためのネットワークづくり

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※地域子育て支援拠点事業
　子育て親子が気軽につどい、交流を図るための場の設置や、子育て家庭等に対する
育児不安等の相談・助言等を行い、様々なイベントや講習会を開催し 保護者同士によ
るネットワークづくりを図る。

Ｈ26年度・センター型　　１か所　　・つどい型　５か所
Ｈ25年度・センター型　　１か所　　・つどい型　５か所

子育て中の親子が気軽に集える場を提供し、子
育てに関する様々な不安を解消するため、子育
て支援アドバイザーによる相談・助言等を行い、
また様々なイベント・講習会を開催し保護者同士
によるネットワーク作りの手助けとなるよう取り組
んだ。

子育て家庭の親とその子どもが、気軽にかつ
自由に利用できる場を引き続き提供する。
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子育て支援課

※ファミリー・サポート・センター事業
　地域における育児等の相互援助活動を推進するため、子どもの預かり等の援助を受
けたい人（利用会員）が、援助を行いたい人（サポート会員）と会員に なりお互いを助け
合うネットワークづくりを図る。

Ｈ26年度　・会員数　642人・延べ利用件数 　　 428件
Ｈ25年度　・会員数　633人・延べ利用件数　　  580件

近年、勤務形態の多様化や勤務時間の長時間
化等により、保護者に代わってサポート会員によ
る保育施設までの送迎などの支援を行った。

地域における育児等の相互援助活動を推進す
るため、子どもの預かり等の援助を受けたい人
(利用会員)が、援助を行いたい人(サポート会
員)と会員になり、お互いを助け合うための支
援を引き続き実施する。

子育て支援課

※児童福祉施設併設型民間児童館事業
　地域における子育て支援の拠点となる民間児童館へ児童健全育成、児童養育等に
関する相談援助活動等の運営に係る経費の補助を実施

Ｈ26年度・補助金額　7,420,000円
Ｈ25年度・補助金額　7,420,000円

地域における子育て支援拠点の場として児童健
全育成、児童養育等に関する相談援助活動など
児童館事業の総合的な展開を図った。

児童健全育成のため、地域における子育て支
援の拠点となる民間児童館の運営に係る経費
を補助する。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１３ 地域における子育て支援の推進
具体的施策② 地域子育てサークルへの支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※地域組織活動育成事業
　児童の健全育成を図るため、母親など地域住民の積極的な参加による地域組織活動
の促進を図り、親子及び世代間の交流、文化活動、児童養育に関する研修活動に努め
るために、組織活動を支援

H26年度　　 ・補助団体数　　２団体 　　 補助金額　　126,000円
H25年度　　 ・補助団体数　　２団体 　　 補助金額　　126,000円

児童の健全な育成を図るため母親など地域住民
の積極的な参加による地域組織活動の促進を図
り、親子及び世代間の交流活動・文化活動など
に努めるために組織活動に対しての支援を行う。

母親クラブによる地域組織活動に対して引き
続き支援を行う。

商工観光課

※勤労婦人センター教養講座事業
　「子育て支援講座」の実施

Ｈ26年度 ・実施期間  5月～1月　・実施時間帯　10時30分～11時30分
　　　　    ・講座回数　8回   ・利用者数　269人

Ｈ25年度 ・実施期間  5月～1月　・実施時間帯　10時30分～11時30分
　　　　    ・講座回数　8回   ・利用者数　229人

・昨年度同様実施。
・利用者数40名増。

男性も活発に参加してもらえるよう、呼びかけ
を行う。
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基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１４ 安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進
具体的施策① 子育てに関する相談体制の充実

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

健康増進課

※母子保健支援事業
　母子健康手帳発行、保健指導及び母子相談を実施

Ｈ26年度   母子健康手帳発行  1,192人
             　母子相談の実施　延相談者数　1,190人

Ｈ25年度　 母子健康手帳発行  1,224人
             　母子相談の実施　延相談者数　1,131人

1 近年、出産年齢の上昇等により、健康管理が
重要となる妊婦が増加傾向にあることから、標準
的な健康診査の経費を助成した。受診した健診
結果の情報を管理カードに一元化した記録とし、
母子健康手帳交付時の保健指導から妊娠中の
経過を支援する必要性においてはハイリスク妊
婦として、地区担当保健師が継続的に支援する
ように努め、出産後の早期の関わりを実施した。
2  母子相談は、4地区で実施し、健康診査後の
発育発達のフォローや尿の再検査の機会として
も活用し、子育てが地域で孤立しないように、地
域での子育ての情報提供もおこない、相談内容
の多様化を図り、前年度とほぼ横ばいであった。

平成27年度も、妊娠届出時での個別面接の機
会を活用し、個々の背景を理解し、適正なタイ
ミングで適切な情報提供及び子育て支援を担
えるよう、母子健康手帳交付時及び月１回４地
区での母子相談を実施する。

健康増進課

※母子保健支援事業
　妊娠、出産、育児に関する講座「パパママ教室」（月１回）を実施

H26年度     参加者数 196人  (初妊婦186人  経産婦10人 付添人104人)
Ｈ25年度　　参加者数   69人　（初妊婦44人　経産婦９人　付添人  16人）

3種類のテーマを毎月実施した。母子健康手帳の
交付時に、出産予定日等を勘案した日程や夫婦
二人での受講を勧める等の情報提供をおこなっ
た結果、受講人数の大きな変化はなかったが、
受講態度等からそれぞれのテーマに対する目的
は達成した。
  課題として、出産に至る経緯等(養育医療承認
児の背景)から、妊娠中の関わりの必要性から、
妊婦への健康教育の機会の拡大を図りたい。

 26年度と同様、毎月１回３種類のテーマを１
セットにした内容とし、母子健康手帳の交付時
指導として、全初妊婦へ受講を働きかけ、日程
の予約を受けることにした。このことで、毎月、
保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士からの健
康教育を受ける機会をつくり、夫婦で円満な家
庭を築く生活において子育てが育まれることを
支援する。

健康増進課

※母子保健支援事業
　心身の発育発達の健康診査、保健指導、相談を実施

Ｈ26年度
  ○7か月、1歳6か月事後相談の実施
                   7か月事後相談  延相談者数　106人
                   1歳6か月事後相談  延相談者数　125人
  ○ことば及び心理相談の実施
                   ことばの相談 延相談者数 66人    心理相談  延相談者数 16人

Ｈ25年度・7か月事後相談  延相談者数　120人
               ・1歳6か月事後相談  延相談者数　110人
               ・ことばの相談 延相談者数 35人    心理相談  延相談者数 21人

子育て時期の親の子どもに関する心配や不安は
多岐にわたることから、乳幼児健診での顕在化し
た「気になる子ども」への子どもと親への対応とし
て、7ヶ月、1歳6ヶ月事後相談、ことば及び心理相
談の実施は、身近な場所で一元化した情報を共
有することで医療、療育、福祉、保育園等の地域
資源と適切に連携し、親の不安軽減等の子育て
支援することができた。

   26年度と同様、親や子どもに関わる大人が、
子どもの正常な発達を理解し、それぞれの状
況及び個人差を確認しながら子育てができる
ように支援する。
   ことばの相談は、月に２回実施する。
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健康増進課

※母子保健支援事業
　母子保健推進員による乳幼児訪問

H26年度   ・こんにちは赤ちゃん訪問数 816件
                ・未受診訪問数      571件

Ｈ25年度　・こんにちは赤ちゃん訪問数　880件
                ・未受診児訪問数  602件

   母子保健推進員が、生後２か月～４か月まで
の乳児がいる家庭に訪問し、親子の心身の状況
や養育環境等の把握や助言を、また支援が必要
な家庭に対して適切なサービスや情報提供を実
施した。
   各健診の未受診者に対して、受診勧奨をおこ
ない、結果受診につながった。

   生後4か月までの児を対象としている、こん
にちは赤ちゃん訪問と乳幼児健診未受診児へ
の訪問を継続する。
  地域で母子保健に関する支援が適切に行え
るよう、 母子保健推進員の質の向上を図る研
修をおこなう。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１４ 安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進
具体的施策② 子育て家庭への経済的支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

健康増進課

※特定不妊治療費助成事業
　特定不妊治療費の助成による経済的支援を行った。

Ｈ26年度　件数　　86　件　　助成額　　6,882,496円
Ｈ25年度　件数　　86　件　　助成額　　6,503,468円

① 申請件数及び助成額は、計画を上回った。平
成25年８月に国が費用助成のあり方検討会の報
告により、年齢制限等を設ける方向性を示した。
そのような背景もあり、子どもを望む状況から不
妊治療に寄せる関心が高まったと考えられる。
② 費用の一部助成により、安心して子どもを生
み育てられる環境と経済的負担の軽減を図るこ
とにより少子化対策につなげることができた。

※平成26年度同様、継続して費用の助成を実
施する。

子育て支援課

※児童手当支給事業（Ｈ24年度から事業名変更）
　中学校終了前までの子どもを養育する家庭に手当を支給

Ｈ26年度　・件数　　159,949件　　　　・支給額　　　　1,818,950,000円
Ｈ25年度　・件数　　159,929件　　　　・支給額　　　　1,821,545,000円

　児童を養育している者に児童手当を支給するこ
とにより、児童の成長及び発達に寄与している

中学校修了前までの子どもを養育する家庭に
手当の支給

子育て支援課

※子ども医療費助成事業
　中学校卒業までの子どもの医療の一部を助成

Ｈ26年度　・件数　184,427件　・支給額　306,491,664円
Ｈ25年度　・件数　118,842件　・支給額　183,270,001円

　子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、
子どもの健康増進と健やかな育成に寄与し、子
育て家庭の経済的負担の軽減を図っている。

　中学校卒業までの子どもの医療費を全額助
成することで、子どもの福祉の増進を図るとと
もに子育て世代の負担軽減を図る。

子育て支援課

※子育て短期支援事業
　保護者が疾病・疲労等で児童を養育することが一時的に困難な場合等に、実施施設
（鹿屋乳児院･大隅学舎）で養育・保護

Ｈ26年度　・延べ利用世帯数　 0世帯　・施設への支給額　          0円
Ｈ25年度　・延べ利用世帯数　 ２世帯　・施設への支給額　  99,000円

保護者が疾病や社会的事由により、緊急・一時
的に児童の養育が困難となった場合に養育・保
護の実施施設での支援を行った。

継続して事業を実施する。
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子育て支援課

※認可外保育所すこやか健診事業
　認可外保育所に入所している児童がすこやかに健康に育つことができるよう
健康診断費の助成を行う。

H26年度　　・内科健診年２回　　・歯科検診年1回健診　・対象施設：４施設
H25年度　　・内科健診年２回　　・歯科検診年1回健診　・対象施設：３施設
（鹿屋市内の認可外保育施設９施設のうち認可外保育施設指導監督基準をすべて満
たす施設）

　これまで認可外保育所への助成はなく、平成23
年度から新規事業として、安心して子育てができ
る支援事業として取り組む事ができた。

　認可外保育所においても、安心して子育てが
できる支援事業として取り組むこととする。（新
たに１施設を追加予定）

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１４ 安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進
具体的施策③ 児童虐待防止と救済に向けた取組の推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※家庭児童相談室設置事業
　児童虐待の防止と救済に向けた取組を推進

Ｈ26年度  虐待に関する相談件数　２４件
Ｈ25年度  虐待に関する相談件数　   ３件

　関係機関と連携し、児童虐待の防止と救済に向
けた取組の推進を図った。

　児童虐待の防止と救済に向けた取組を推進
する。

子育て支援課

※児童虐待防止ネットワーク事業
　児童虐待の防止や早期発見に対応するため、関係者によるネットワークの構築と連
携

H26年度  ケース検討会議開催数　　16件
H25年度  ケース検討会議開催数　　16件

　各関係機関と連携を図りながら、児童虐待の防
止と早期発見に努力している。

　児童虐待の防止や早期発見に対応するた
め、関係者によるネットワークの連携強化を図
る。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目６ 安心して子育てができる支援体制の整備
施策の方向１４ 安心して子どもを生み育てる環境づくりの推進
具体的施策④ ひとり親家庭への経済的支援及び就業支援の充実

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※児童扶養手当支給事業
　低所得者のひとり親家庭に対し手当を支給

Ｈ26年度・支給者数1,678人　・支給額　676,004,020円
Ｈ25年度・支給者数1,708人　・支給額　693,389,890円

父子家庭・母子家庭ともに支給対象となってお
り、支給に要する要件も概ね同様となっている。

申請があれば内容を審査し、支給の可否並び
に金額を決定する。

子育て支援課

※ひとり親家庭医療費助成事業
　低所得者のひとり親家庭に医療費を助成

Ｈ26年度・助成件数　33,983件　　・支給額　　75,529,350円
Ｈ25年度・助成件数　32,993件　　・支給額　　76,429,379円

　ひとり親の家庭の生活の安定と自立の促進に
寄与している。

　低所得者のひとり親家庭に医療費の助成を
行う。
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子育て支援課

※婦人保護事業
 〔母子寡婦福祉資金貸付制度の相談・受付〕
Ｈ26年度相談件数 57件受付件数２件
Ｈ25年度相談件数 84件受付件数２件

 〔母子自立支援員による指導等の実施〕
H26年度延べ指導件数　222件
H25年度延べ指導件数184件

　ひとり親の家庭の生活の安定と自立の促進に
寄与している。

　母子寡婦福祉資金貸付制度の相談・受付を
行う。
　母子家庭に生活の自立に向けた指導等を行
う。

子育て支援課

※自立支援教育訓練給付金事業
　低所得者のひとり親家庭の親に教育訓練の受講料の一部を助成

Ｈ26年度・給付件数　０件　　　・給付額　　  　０円
Ｈ25年度・給付件数　０件　　　・給付額　　  　０円

父子家庭・母子家庭ともに支給の対象となってお
り、支給の要件も同様となっている。

申請があれば内容を審査し、支給の可否並び
に金額を決定する。

子育て支援課

※高等技能訓練促進給付金
　低所得者のひとり親家庭の親に自立に向けて就学するための援助

Ｈ26年度・給付件数　12件　　　・給付額　　　　12,613,000円
Ｈ25年度・給付件数　13件　　　・給付額　　　　12,099,500円

父子家庭・母子家庭ともに支給の対象となってお
り、支給の要件も同様となっている。

申請があれば内容を審査し、支給の可否並び
に金額を決定する。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１５ 高齢者･障害者の社会参画を促進する環境の整備
具体的施策① 高齢者の生活安定と自立支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

高齢福祉課

※老人クラブ助成事業
　「高齢者クラブ」に対する活動助成

Ｈ25年度
 ・団体数 鹿屋市高齢者クラブ連合会（１団体）  ・クラブ数 121クラブ 5,674人
 ・補助金額 　連合会：2,833,660円  単位クラブ（121クラブ）：5,410,000円
                     事務局:4,309,803円
　　　　            高齢者クラブ等研修バス借上事業補助金：3,231,546円
H26年度
 ・団体数 鹿屋市高齢者クラブ連合会（１団体）　・クラブ数 125クラブ 5,892人
 ・補助金額　連合会への補助金：２,817,19０円
   　　             単位クラブ（118クラブ）への補助金：５,235,000円
　　             　高齢者クラブ等研修バス借上事業補助金：4,351,240円

高齢者クラブの会員の6割は女性の会員で占め
ている。また活動も性別にとらわれることなく、一
緒になって同じ活動を実施するとともに、男女の
役割を互いに理解、尊重しあいながら地域活動
を行っていると考えている。

・女性委員会の継続的な活動の実施
・会員の増員を目指す（高齢者クラブへの加入
促進）
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高齢福祉課

※高齢者いきがい対応型デイサービス事業
孤独感の解消や生きがいをもって自立した生活ができ維持できるよう、閉じこもりがちな
高齢者に通所サービスを提供

Ｈ25年度・９か所でディサービスセンターの利用を行った。延利用者数　4,086人
Ｈ26年度・９か所でディサービスセンターの利用を行った。延利用者数　5,380人

利用者の性別に関係なく一緒になって交流、活
動をしており、事業の目的である孤独感の解消、
介護予防に繋がっている。

引き続き実施することで、介護予防につなげ
る。

高齢福祉課

※シルバー人材センター補助事業
　「シルバー人材センター」に対する運営費補助
・社会参加を希望する高齢者の就業機会を確保する活動を行っている運営経費に対す
る補助を行った。

Ｈ26年度・補助金額　22,010,000円
　①就業開拓提供事業の拡充（会員の技術・技能の向上、未就業会員の解消）
　②普及啓発事業の推進（ボランティア活動実施等）
　③安全・適正就業推進事業の強化（現場のパトロール実施等）
　④企画提案方式事業の拡充（環境見守り支援事業、心のかよう少子高齢サポート事
業）

Ｈ25年度・補助金額　22,010,000円

・シルバー人材センターの仕事派遣については、
男女差がないように仕事配分を行うとともに、時
間単価についても同職種で男女の差がないよう
に同額としている。
また役員や地域班長、リーダー等の人事面でも
男女差がないように努めている。

・今後も仕事への配分、時間単価等男女差が
ないよう計画していく
・会員の増員を図っていく（加入促進）

高齢福祉課

※あんしん地域ネットワーク推進事業
　あんしん地域ネットワーク推進協議会におけるふれあい活動等の実施
・協議会主体の取り組みと協議会を構成する各町内会の独自のふれあい活動等を実
施した。
Ｈ26年度・設立地区数　　８地区
（内訳）設立順
  ①花岡中学校区　　　　　　　　　⑤鹿屋東中学校区
  ②高隈中学校区　　　　　　　　　⑥高須中学校区
  ③田崎中学校区　　　　　　　　　⑦鹿屋中学校区
  ④大姶良中学校区　　　　　　　 ⑧第一鹿屋中学校区
※在宅福祉アドバイザーの設置による見守り声かけの実施
・在宅福祉アドバイザー　 265人     ・訪問回数　　30,135回

　性別に関係なく高齢者やその家族等が住みな
れた地域で安心して生活していくために、地域住
民をはじめ、町内会などの地域団体、医師会、民
間企業、ボランティア、行政などが協力し支えあ
いながら、高齢者を地域全体で見守る体制づくり
として「あんしん地域ネットワーク事業」に取り組
んでいる。
　また在宅福祉アドバイザーについては、町内会
長、民生委員からの推薦にもとづき委嘱を行って
いる。業務の内容が高齢者への声かけや安否確
認ということもあり、アドバイザーの８割以上が女
性である。

・地域のふれあい活等を通して、あんしん地域
ネットワーク事業の浸透を図るとともに、ネット
ワークの強化に向けた取り組みの実施（啓発
活動、関係団体の連携強化）
・在宅福祉アドバイザーの委嘱期間は、
H26.4.1～H29.3.31の3か年であり、平成26年度
については新たに委嘱。追加、変更がある場
合には、これまで同様、町内会長、民生委員か
らの推薦にもとづき委嘱していく。

情報行政課

〔パソコン講座の実施〕
H26年度・講座名　・実施場所：市民交流センター
   パソコン講座無料体験(12回)参加人数(103人)、パソコン入門 （15回）参加人数（82
人）、インターネット（9回）参加人数（36人）、エクセル（42回）参加人数（277人）、ワード
（24回）参加人数（126人）、その他 (9回)参加人数(33人)、 合計（111回） 参加人数（657
人）

H25年度・講座名　・実施場所：市民交流センター
   パソコン講座無料体験(12回)参加人数(139人)、パソコン入門 （11回）参加人数（72
人）、インターネット（19回）参加人数（78人）、エクセル（32回）参加人数（212人）、ワード
（24回）参加人数（146人）、その他(20回 )参加人数(89人)、 合計（118回） 参加人数
（736人）

●従来から講師・受講生ともに女性の比率が高
い事業であることから、男女共同参画の視点から
みると進んでいる事業である。
●ここ２～３年で、男性の講師が増加傾向にある
が、女性講師がメインとして研修に当たっている。

●講座の内容充実を図るため、ハード（パソコ
ン）の設備整備を図る必要があることから、パ
ソコン機器更新を行う。
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生涯学習課
（中央公民館）

〔公民館・地区学習センター各種講座〕
※高齢者大学・学級の実施
Ｈ26年度　学級数　12学級　・延べ参加者数　4,400人
Ｈ25年度　学級数　12学級　・延べ参加者数　4,437人

 高齢者がその意欲や能力に応じて社会に参画
し、社会を支える構成員として充実した生活が送
れるよう、学習の機会や社会参画の機会を提供
できた。

　高齢者大学・学級の開設

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１５ 高齢者･障害者の社会参画を促進する環境の整備
具体的施策② 障害者の生活安定と自立支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

子育て支援課

※重度心身障害者医療費助成事業
　重度障害者（児）に対し、経済的支援を行うため医療費自己負担分の助成

Ｈ26年度 ・件数 59,172件　・助成金額　　251,749,808円
Ｈ25年度 ・件数 58,562件　・助成金額　　262,243,567円

　重度心身障害者の健康増進と福祉の向上を
図っている。

　重度障害者（児）に対し、経済的支援を行うた
め医療費自己負担分を助成する。

子育て支援課

※障害児保育事業
　障害児をもつ保護者が就労等により生活の安定を推進し、安心して社会参画
できるよう障害児保育を推進した。

Ｈ26年度 ・実施園数　11園　　Ｈ25年度 ・実施園数　９園

保育所に入所している障害のある児童に対し、
専任の保育士等を配置して支援を実施。

保育所に入所している障害のある児童に対し
て、引き続き支援を行う。

福祉政策課

※奉仕員等派遣養成事業
　視覚、聴覚に障害を持つ人の自立を社会参加活動の促進を目的としたボランティア奉
仕員養成講座の実施（実施場所：社会福祉協議会）

・手話奉仕員養成講習会、点訳、音声訳（テープ録音）奉仕員養成講習会、要約筆記奉
仕員養成講習会を実施(社会福祉協議会委託事業)

Ｈ26年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ25年度
・手話奉仕員養成講習会入門 30回 12人  ・手話奉仕員養成講習会入門 30回　16人
・手話奉仕員養成講習会基礎 30回 12人  ・手話奉仕養成講習会基礎　  30回  13人
・点訳奉仕員養成講習会　　   20回   6人  ・点訳奉仕員養成講習会　　 　20回 　6人
・音声訳奉仕員養成講習会　　10回　 5人  ・音声奉仕員養成講習会　　 　10回　 8人
・要約筆記奉仕員養成講習会 11回　 5人  ・要約筆記奉仕員養成講習会 11回    4人

障害者やその家族からの相談を専門員が受ける
事で、障害者のさまざまな障壁を適切に、性差無
く処理できている。

本年度も昨年度同様各種奉仕員講習会を開
催し、一人でも多くの市民に参加していただ
き、障害者への理解と、各種コミュニケーション
手段を確保する。

福祉政策課

※特別障害者手当等支給事業
　重度の障害者（児）に対し、障害によって生ずる特別な負担軽減を図る一助として特
別障害者手当、障害児福祉手当を支給した。

Ｈ26年度･特別障害者手当支給件数　  1,934件
　　　　   ・障害児福祉手当支給件数　　  836件
Ｈ25年度･特別障害者手当支給件数    1,981件
　　　　     ・障害児福祉手当支給件数　　814件

 在宅で生活する重度身体障害者（児)にたいし
て、ほぼ例年度どおりに手当てを支給することが
できた。

平成27年度においても障害者と接点の多い介
護事業所や、障害者相談支援センターと連携
し事業を推進する。
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福祉政策課

※障害者手帳交付事務
　手帳交付による各種福祉制度の適用や活用を促進した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H26年度　　　　　　　　　H25年度
・身体障害者手帳所持者数　総数　5,938人　　　　　　 総数　6,244人
・療育手帳所持者数　　　　　  総数  1,055人 　　　　　　総数     958人
・精神障害者手帳所持者数　総数　   706人　　　　　　 総数     645人

高齢化に伴い、疾病に伴う障害者からの、手帳
交付申請や、精神保険福祉手帳の交付申請が
多く見られる。申請業務は性差に関係なく円滑に
実施できている。

平成26年度の手帳保有者は減少傾向にある
が、今後もこれまで同様精神障害者を中心に
手帳所持者は増加傾向にあると見込まれる。

福祉政策課

※相談支援事業
  身障･知識･精神相談員等による相談支援を行った。

肝属地区障害者総合相談支援センターへの相談件数（鹿屋市分のみ）
Ｈ26年度・みささぎ（2,148件）　・こだま　（1,307件）　・あゆみ　（1,726件）
Ｈ25年度・みささぎ（1,524件）　・こだま　（1,003件）　・あゆみ　（1,286件）

 障害者やその家族からの相談を専門員が受け
る事で、障害者のさまざまな障壁を適切に、性差
無く処理できている。

 障害者に対する相談支援体制が変更すること
で、さらなる充実が図られることから、障害者福
祉サービスに対する相談支援と、その他高度
な相談支援とをうまく組み合わせて、実施でき
るような相談支援体制を作りたい。

福祉政策課

※小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
　
日常生活用具（頭部保護帽、便器、特殊マット）の給付
Ｈ26年度 ・件数　　1件（電気式たん吸引器）
Ｈ25年度 ・件数　　0件（電気式たん吸引機）

小児慢性特定疾患を持つ障害児に対して、在宅
での日常生活支援のため、日常生活用具の支給
を行った。
 これにより、安心し障害児が在宅での生活を送
ることができるようになっている。

 これまで同様、慢性特定疾患を持つ障害児に
対し支援を実施する。

福祉政策課

※身体障害者（児）日常生活用具給付等事業
　排泄支援用具（ストマ・おむつ等）、自立生活支援用具（電気式たん吸引機）、介護・訓
練支援用具（特殊寝台等）等を給付した。

             　　　　　　　　　Ｈ26年度 　　　　　　　　H25年度
 ・ストマ　　　　　　　　　　1,808件　　         　　　1,774件
 ・紙おむつ等　　　　　   　 405件　　　　　         　354件
 ・電気式たん吸引機　　     13件    　　　　　         23件
 ・特殊寝台　　　　　　　　      4件                         ４件

 障害者手帳申請の目的として手術により、ストマ
等を利用する人が増えてきている。申請は性差
問わず、女性においても申請が行いやすいように
医療機関等が配慮しており事業に実施は順調で
ある。

障害者数の増加に伴い給付件数も増加傾向
にある。

福祉政策課

※自立支援給付事業
　身体障害者（児）補装具（義肢、杖、車椅子等）の購入及び修理に要する費用を給付
した。

Ｈ26年度
 ・補装具交付　障害者 151件　  障害児  60件
 ・補装具修理  障害者　72件　　障害児　17件

Ｈ25年度
 ・補装具交付　障害者 158件　   障害児  58件
 ・補装具修理  障害者　72件　　  障害児　18件

 障害者(児)からの申請に対し、基準に照らしなが
ら要望に応じ適切に補装具を支給することができ
た。男女共同参画の視点からも男女及び年齢に
よる区別等もおこなっておらず、適切に実施でき
ていると考える。

障害者が増加傾向にありそれに比例し補装具
等の申請・支給が増加がみこまれる。これまで
と同様、基準に合わせ適切に交付したい。
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福祉政策課

※身体障害者の機能障害を軽減または改善（人工透析、心臓手術等）に対する更正・
育成医療費の給付

Ｈ26年度  ・件数　1,506件
Ｈ25年度  ・件数　1,357件

 障害者(児)が自立した社会生活を送ることがで
きるよう必要な障害者福祉サービスに係る給付を
行い、障害者(児)の福祉の増進を図った。男女共
同参画の視点からも男女及び年齢による区別等
もおこなっておらず、適切に実施できていると考
える。

 27年度も同様に、対象者を充分に把握し適切
に事業を推進する。

福祉政策課

※障害者自立支援法利用者負担軽減事業
　障害児通所支援の利用者に対し自己負担額の助成

Ｈ26年度　･件数　  64人
Ｈ25年度　･件数　  38人

 障害児通所利用者の経済的不安を取り除くため
に負担軽減を図り、適切な療育サービスの提供
による地域での自立した生活を推進した。男女共
同参画の視点からも男女及び年齢による区別等
もおこなっておらず、適切に実施できていると考
える。

これまで同様将来に障害を残さないために今
後も事業を実施する。

福祉政策課

※身体障害者住宅整備資金貸付事業
　心身障害者の専用居室を増改築又は改造するために必要な資金の貸付

Ｈ26年度　・貸付件数　　0件
Ｈ25年度　・貸付件数　  0件

平成26年度の申請者はなかったものの、障害者
が自宅で安心して暮らすことができるように、無
利子での住宅整備資金の貸付を行い、整備にか
かる経費を削減し生活の支援を行うための重要
な資金である。男女共同参画の視点からも男女
及び年齢による区別等もおこなっておらず、適切
に実施できるものと考える。

平成27年度から事業廃止（※貸付事業のみ廃
止）

福祉政策課

※障害者社会参加促進事業
　｢障害者スポーツ大会、ふれあい運動会｣等への参加を促進した。

Ｈ26年度　･各種大会等への参加者数
  ふれあいレクレーション等（400人）  県スポーツ大会（18人）
Ｈ25年度　･各種大会等への参加者数
　ふれあいレクレーション等（600人）　県スポーツ大会（18人）

障害者の社会参加促進として、スポーツ大会や
市外で開催される卓球大会に参加することで積
極的な社会参加を促進することができた。男女共
同参画の視点からも男女及び年齢による区別等
もおこなっておらず、適切に実施できていると考
える。

これまで同様、社会参加促進を目的とした各種
大会・レクレーション等への参加を積極的に図
る。

福祉政策課

※地域生活支援事業
　各種ボランティアの育成を支援した。　(社会福祉協議会委託)

Ｈ26年度　・委託金額　2,991,756円　・登録人数 490人 ・派遣団体等数  64回
Ｈ25年度　・委託金額  2,917,241円　・登録人数 455人 ・派遣団体等数　45回

 ボランティア育成及び派遣業務は男女問わず実
施し、障害者に対してもバリアフリーの会場での
開催や、各通訳者の派遣も行い実施しており目
標は達成していると考える。男女共同参画の視
点からも男女及び年齢による区別等もおこなって
おらず、適切に実施できていると考える。

26年度と同様の推進を図る。

福祉政策課

〔広報･啓発活動〕
※障害者福祉施設の内容等を随時「広報紙」等による啓発

･「広報かのや」を活用した啓発を行った。

 広報の際、固定的な性別役割分担意識による職
種、職域の固定化が障がい者の選択に影響を及
ぼすことのないよう配慮する。

 障害者が社会参加に必要な情報を、広報誌
等を利用し情報を発信する。
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福祉政策課

※視覚障害者に対して、音訳(テープに録音）又は点訳した広報かのや｢声の広報」の
郵送

･ポスター掲示、チラシ等の配布による周知を行った。

 点訳・音訳ボランティア等の協力のもと、鹿屋市
広報や、各種期間から発行される情報誌等を訳
し必要とする障害者に情報提供を行った。男女共
同参画の視点からも男女及び年齢による区別等
もおこなっておらず、適切に実施できていると考
える。

障害者が社会参加に必要な情報をこれまでと
同様に、ボランティアの協力のもと、情報提供
を実施したい。

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１５ 高齢者･障害者の社会参画を促進する環境の整備
具体的施策③ 公共施設等のバリアフリーの推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

道路建設課

※国土交通省所管補助事業（社会資本整備総合交付金事業）
　歩道の段差解消
　・H25繰西原郷之原線道路改築工事（L=224m）
　・西原郷之原線道路改築工事（L=90m）

整備前の歩道状況は、段差、凹凸等があった
が、改良工事とともに段差等の解消、いわゆるバ
リアフリー化を図ったことにより、高齢者・障害者
に優しい歩道空間を確保出来た。

西原郷之原線道路改築工事（L=100m）

都市政策課
(公園管理室)

※都市公園等施設管理事業
　公園施設の修繕・改修を実施し、安全性・利便性の向上を図った。
　改修公園８公園１５遊具　修繕公園１２公園２１遊具

街灯の設置、遊具・管理施設の修繕、樹木剪定
等、指定管理者とともに公園施設の管理に努め
ることができた。

公園施設の長寿命化計画に基づく改修、指定
管理者及び職員による定期点検を踏まえ、公
園のバリアフリー化や安全性向上に努める。

建築住宅課

   平成25年度の繰越明許として、新生市営住宅改善工事(1・2号棟)を実施するととも
に、平成２6年度6月補正により、新生市営住宅改善工事(3・4号棟)を実施した。

【H25繰越明許】
○新生市営住宅改善工事（1・2号棟）（H25.6～H26.3）

【H26 6月補正】
○新生市営住宅改善工事（3・4号棟）（H25.8～H26.3）
○平和市営住宅改善工事設計業務委託(1～4号棟)（H25.7～H25.12）
　〔1～4号棟改善内容〕
　内部床板改修（段差解消含む）、手すり設置、玄関ドア取替、流し台・コンロ台取替、
　ユニットバス設置、電気容量アップ、屋内外給排水管改修、等

   当初計画どおりに、平成25年度繰越明許と平
成26年度6月補正により、新生市営住宅(1号棟～
4号棟、80戸)の内部改善工事や外構工事を行
い、新生市営住宅の改善工事は完了した。
   また、次の計画である平和市営住宅の改善設
計(1～4号棟)も行った。

   鹿屋市営住宅長寿命化計画(H25～H34)に
より、平和市営住宅改善工事(1号棟)を実施す
る予定である。
【H27当初予算】
○平和市営住宅改善工事（1号棟）（H27.6～
H27.12）
　〔改善内容〕
　内部床板改修（段差解消含む）、手すり設
置、玄関 ドア取替、流し台・コンロ台取替、ユ
ニットバス設置、電気容量アップ、屋内外給排
水管改修、等

建築住宅課

 平成26年度6月補正において、桜ヶ丘市営住宅建替事業の3期工事に民間活力（PFI
等）導入に向けた調査検討業務委託を実施した。

○鹿屋市営住宅整備事業に関する公民連携事業（PFI・PPP等）導入可能性調査業務
(H26.8～H27.3)
  ［対象事業名 : 桜ヶ丘市営住宅建替事業］

  当初計画どおりに、公民連携事業（PFI・PPP等）
導入可能性調査業務(H26.8～H27.3)を実施した
結果、PFI手法を導入した方が、鹿屋市の財政負
担の軽減と地域経済の活性化が図れるため、公
民連携で実施する。

   平成27年度は、公民連携事業（PFI・PPP等）
を実施するためのアドバイザー業務委託を行
い、作業を進める予定である。
○鹿屋市営住宅整備事業の公民連携事業
（PFI・PPP等）導入に関するアドバイザー業務
(H27.4～H28.3)
  ［対象事業名 : 桜ヶ丘市営住宅建替事業］
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基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１６ 介護支援体制の充実
具体的施策① 介護予防に関する教育･相談の実施

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

健康増進課

※介護予防事業
　高齢者の健康、介護予防に対する意識啓発を行った。
・お達者健康教育、健康相談の実施、ぴんぴん元気教室を開催

Ｈ26年度　お達者健康教育 161回　6,991人  お達者健康相談  74回  481人
               ぴんぴん元気教室 541回  延べ参加者数 7,138人
               健康クラブ　57回　延べ参加者数 880人
　　　　　　高齢者筋力向上トレーニング 77人　延べ参加者数1,998人

Ｈ25年度　お達者健康教育 164回　6,956人  お達者健康相談  56回  253人
               ぴんぴん元気教室 495回  延べ参加者数 6,566人
               健康クラブ　46回　延べ参加者数 585人
　　　　　　高齢者筋力向上トレーニング 85人　延べ参加者数3,063人

参加者の９割以上が女性である。女性自身が元
気でありたいという意志もあり、夫の健康はその
妻に支えられている現実がある。夫婦同伴の参
加も増えつつあることは評価できると考える。

新しい地区での教室の展開

基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１６ 介護支援体制の充実
具体的施策② 要介護者への支援体制の充実

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

福祉政策課

※自立支援給付事業　〔介護給付(居宅介護:ホームヘルプサービス)〕
身体障害者(児)へのホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事などの身体介護
や、洗濯、掃除などの家事の援助等を行った。

H26年度　　　・延べ提供者数   1,662人
Ｈ25年度　　　・延べ提供者数　1,482人

 すべての障害者の希望により、基準に照らして
事業を実施しており、男女共同参画の視点からも
男女及び年齢による区別等もおこなっておらず、
適切に実施できていると考える。

 これまで同様各種サービスの利用しやすい環
境を整える。

福祉政策課

※自立支援給付事業　〔介護給付(短期入所:ショートステイ)〕
在宅重度身体障害者の施設への短期入所(ショートステイ)を行った。

Ｈ26年度  ・利用者数       376人（延べ人数）
Ｈ25年度　・利用者数　　　324人（延べ人数）

 入所施設においてはバリアフリー等も積極的に
取り組んでいることや、男女の入所者に対する配
慮もなされ良好である。

 これまで同様障害者に充分配慮し事業を実施
する。

福祉政策課

※発達障害療育事業
　聴覚等に障害をもつ就学前児童に対し、言語聴覚士による早期療育訓練に努め、障
害程度の軽減を図った。

Ｈ26年度　・人数　21人　　　　・延訓練回数　419回
Ｈ25年度　・人数　26人　　　  ・延訓練回数　562回

 鹿屋市に住所を有する障害児に対して言語聴覚
機能訓練を実施した。事業実施にあたってはバリ
ヤフリーや男女の区別無く参加できる環境がしっ
かりと整備され良好である。

大隅半島でこの事業の実施機関は鹿屋市の
みであり、利用者から高評を得ている事から、
これまで同様実施する。
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基本目標Ⅱ 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
重点項目７ 高齢者や障害者が安心して暮らせる支援体制の整備
施策の方向１６ 介護支援体制の充実
具体的施策③ 介護保険制度･介護休暇制度の周知

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

高齢福祉課

　〔広報・啓発活動〕
①「介護保険パンフレット」の作成・配布
・「介護保険保険証を大切にしましょう」　 2，000部
・「介護保険ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」　　　　　　　 2，000部

②出前講座等での介護保険制度の広報啓発
   実施回数 7回　　　　 延べ受講者数 398人  うち女性251人

出前講座の実績が昨年度と比較して増加したた
め、制度の啓発が進んだが、広報かのやによる
制度啓発が進まなかった。

①介護保険料の改定、制度改正の年度でもあ
ることから広報かのや等を活用し、計画的に制
度の広報啓発を実施していく。
②介護保険制度のパンフレット作成、配布を行
う。
③出前講座等で広報啓発を実施していく。

総務課

　〔介護休暇等の取得促進〕
※介護休暇制度等の周知を図るなど取得をしやすい環境を整備した。
 
○平成26年度実績
   ・介護休暇を取得した職員数　０名
○平成25年度実施
   ・介護休暇を取得した職員数  ０名(※短期介護休暇 　２名取得)

介護休暇の取得者はいなかったが、短期介護休
暇の取得促進や介護休暇制度の周知を図れた。

所属長会議や庶務担当者会議、グループウェ
ア等により周知を図り、介護休暇等を取得しや
すい環境を整える。
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■基本目標Ⅲ 

□男女共同参画による活力ある地域づくりの推進 

 

 

 

重点項目８ 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 
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基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目８ 政策･方針決定過程への女性の参画の推進
施策の方向１７ 女性の人材育成とチャレンジ支援
具体的施策① 人材育成及びチャレンジ支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

生涯学習課

※社会教育有志指導者研修(女性教育)初級･中級へ参加した。
H26年度
 ・初級:肝属ブロック社会教育リーダー研修会　６月８日　 参加人数74人
 ・中級:生涯学習リーダー、ジュニア・リーダー養成研修 参加人数５人
           ６月 １日 、 10月18日 、１月17日
Ｈ25年度
 ・初級:肝属ブロック社会教育リーダー研修会　 ６月８日　 参加人数53人
 ・中級:生涯学習リーダー、ジュニア・リーダー養成研修   参加人数3人
           ６月２日、10月20日、１月18日

　各研修会へ参加し、今後の地域づくりに不可欠
な男女共同参画、協働・新しい公共等についての
共通認識を図ることができた。男性３人、女性２
人参加することができた。

　社会教育有志指導者研修初級(肝属ブロック
社会教育リーダー研修会)　中級(生涯学習リー
ダー、ジュニアリーダー養成研修) への参加

商工観光課

　市雇用創造協議会では、平成24年７月から厚労省より実践型地域雇用創造事業を採
択し事業を行っている。「食及び観光」の新商品開発に係る事業では10研究会グループ
をはじめとする女性の積極的参画がみられ、人材育成に向けた雇用創出の足がかりと
なっている。

・「食及び観光」の商品開発に向け、アスリート研
究会を除く10研究会（女性のみが４グループ）が
新商品開発（観光プログラムメニューを含む）をサ
ポートしながら事業の推進を行っている。
・会員割合男性19名（34.5％）・女性36名（65.5％）
の構成割合となっており、女性の積極的参画が
顕著である。

・平成26年度も事業内容に応じた女性の積極
的参画に向けての啓発・周知を行い、人材の
育成や地域求職者の就職促進等、雇用機会
の創出を図ることとしていきたい。

商工観光課

若手経営者及び事業後継者の育成・支援のため講習会・研修会等を通じて、商工業の
振興と自己研鑽、情報交換の場を作り、資質向上を図る。
  ・青年部 1回開催  ・女性部 2回開催  ・共同    0回開催

研修会開催目標を達成することができなかった。
今後は、男女別での開催ではなく、共同開催を多
く開催していく必要がある。

研修会の開催
・青年部　　3回　・女性部　　3回
・共同開催　4回

総務課

〔職員研修の実施〕
○女性職員の各種研修の参加を促進した。（研修参加者のうち女性職員数／研修参加
者数）
H26年度　・市町村アカデミー （ ０名／２名）　　・NOMA（ ３名／19名）
　　　　　　　・自治研修センター（特別研修） （４名／33名）
　　　　　　　・通信教育講座受講（２名／４名）
○公募を行うなど、男女の別なく研修参加を促進した。

・女性職員の専門性を高め、リーダーとしての資
質向上や人材育成につながる研修等への積極
的な参加を図った。

男女の別なく全職員を対象とする研修参加者
の公募を継続するとともに、女性管理職職員
育成のための研修への参加呼びかけなど、更
なる研修参加促進策に努める。
また、人材育成のため、女性職員の派遣を行
う。

市民課

※男女共同参画に関する講座への参加促進
・「Kanoya男女共同参画Ｎｅｗｓ」の発行(県主催の講座情報掲載)
     Ｈ26年度  発行回数　年3回　　 発行部数　延べ15,000部
     Ｈ25年度  発行回数　年3回　　 発行部数　延べ16,500部
・県地域推進員等研修会への参加   　Ｈ26年度1回 　Ｈ25年度1回

　女性の人材育成に関する学習の場に関する情
報を町内会回覧で周知するとともに、女性人材リ
スト登録者及び地域推進員等についても周知す
ることにより、参加促進に努めた。

※男女共同参画に関する講座への参加促進

農業委員会

[農地相談コーナーの設置]
H26年度計画に基づき、各地区で実施される農業まつり等に積極的に参加して、地域
の意見等を反映させる良い機会であり、地区の農業者等へ女性農業委員活動をアピー
ルする機会を得ることが出来た。

　地域住民との対話による農業委員活動を行うこ
とで女性農業委員に対する評価も得られたと思
われる。

　地域活動や農業生産現場で女性の果たす役
割を明確にし、女性の持てる力を十分に発揮
できる環境づくりを進め女性の農業経営への
一層の参画を図る。
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基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目８ 政策･方針決定過程への女性の参画の推進
施策の方向１８ あらゆる分野における政策･方針決定過程への女性の参画促進

具体的施策① 各種審議会･委員会等における慣行の見直し

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

市民課
・男女共同参画推進懇話会　  　　　　　　 総数１６人　　　 　女性     ９人 30%の目標を達成している。 各課との連携により各種審議会、委員会等へ

の女性の登用を促進する。

地域活力推進
課

・鹿屋市市民活動支援事業選定委員会
  　　　　　　　　　　　　　　　　                 　 総数　 ７人　　　　女性　　２人

　各種審議会・委員会等への女性の委員の登用
率が30％を下回っている。

 市民活動支援事業において、市民団体提案
の事業の選定等に関する会議を１回行う予
定。

地域活力推進
課

・鹿屋市地域まちづくり推進協議会
  　　　　　　　　　　　　　　　　                 　 総数　 ９人　  　　女性　　３人
（H26年度は未開催）

  各種審議会・委員会等への女性の委員の登用
率が30％を超えている。

  地域コミュニティ協議会の設立に向けて、運
営や行政からの支援のあり方を検討し、意見
を集約するための会議を1回行う予定。

総務課

・公平委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　 総数　　 ３人　   　女性　　２人

平成26年２月以降、３名の公平委員のうち２名が
女性委員であり、平成26年度においても同様の
体制であった。

１名の委員の任期が平成28年２月までのた
め、平成27年度中に新たに選任する委員の検
討を行う予定

総務課

・監査委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　                    総数　 　３人　　    女性　　０人

平成26年５月、１名の委員を新たに選任したが、
後任は男性委員のため、平成25年度に引き続き
全委員が男性委員であった。

現委員の任期が平成30年２年及び平成30年４
月までのため、平成27年度は現行体制とす
る。

総務課

・固定資産評価審査委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　 総数　　 ３人　　　  女性　　０人

平成27年２月の任期満了に伴い、３名の委員を
選任したが、２名の男性委員は引き続き継続、新
たな１名も男性委員であり、平成25年度に引き続
き全委員が男性委員であった。

現委員の任期が平成30年２月までのため、平
成27年度は現行体制とする。

総務課

・コンプライアンス委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  総数   　 ５人　　    女性　　１人

現委員の任期が平成27年８月までであり、委員
構成に変更なし。

現委員の任期が平成27年８月までであること
から、委員会の役割や専門性等を勘案しつ
つ、女性委員の積極的な登用を更に目指す。

安全安心課

・国民保護協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　総数　　46人　    　女性　　３人

・会議の委員は関係機関の長に委嘱しており、市
の意思によらない人選であること。
・全庁的に審議会等委員の定数見直し（削減）が
求められている。

・選定にあたり、各種団体を精査した上で、女
性委員の登用を検討したい。

安全安心課

・防災会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数　　38人　　　　女性　　３人

・防災会議の委員は防災関係機関の長に委嘱し
ており、市の意思によらない人選であること。
・全庁的に審議会等委員の定数見直し（削減）が
求められていること。

・選定にあたり、各種団体を精査した上で、女
性委員の登用を検討したい。

情報行政課

・情報公開･個人情報保護審査会
　総数　   　５人　    　女性　　１人
　

・平成26年12月の任期をもって、５名の委員の改
選を行ったが、審査会条例第４条に基づき再任を
妨げないことなどから、女性登用の増員が図られ
なかった。

・任期途中における辞退を含め、改選の際は
「女性人材リスト登録者」などを活用して、女性
委員の登用に取組み、登用率３０％以上を目
標に努めたい。
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政策推進課

鹿屋市人口ビジョン・総合戦略有識者委員会
の設置

政策推進課

総合計画審議会　　総数２９人　　女性７人 ・委員の選定にあたっては、関係団体等への推
薦依頼時に、男女共同参画の必要性を説明する
とともに、女性の適任者の推薦についてお願いし
た。

次の設置は、平成28年度の予定

生活環境課

・環境審議会
　総数　　２０人　　　　女性　８人

女性委員の登用率が40％で目標に達している。 現状維持に努める。

福祉政策課

・民生委員推薦会
　総数　　７人　　　　　女性　１人

1、市町村議会議議員、2、民生委員、3、社会福
祉事業の実施に関係のある者、4、社会福祉関
係機関の代表者、5、教育関係者、6、関係行政
機関職員、7、学識関係者、それぞれの団体から
推薦された者が委員となっている。

男女共同参画計画に配慮した人選に努める。

福祉政策課

・福祉有償運送等運営協議会     総数 　１０人　   女性　３人  高齢者や障害者の中で、一人では移動手段を
持たない者に対し事業を実施した。男女共同参
画の視点からも男女及び年齢による区別等もお
こなっておらず、適切に実施できていると考える。

 男女共同参画計画に則した人選に配慮する。

福祉政策課

・障害者基本計画策定委員会
　総数　２５人　　女性　８人

障害者福祉団体の関係者及び保健医療関係者
から委嘱された者が委員となっている。

 これまで同様、男女共同参画計画に配慮した
人選に努める。（平成27年3月計画策定済）

高齢福祉課

・高齢者保健福祉推進協議会
　総数　２５人　　女性　３人

・委員については、各種団体からの推薦者及び、
各種団体における代表者への当て職、市民公募
等で構成されている。
・市民公募の委員選定については、男女共同参
画の観点から、選考基準の中で性別も考慮する
ようにしている。
・市民公募枠５名に対し、女性の登用は１名と
なっており登用率２0％である。

  現在の委員の委嘱期間が3年間となってお
り、平成2８年3月31日までであるため平成27年
度については現状維持とする。ただし充て職や
推薦枠以外の委員に欠員が生じた場合につい
ては、男女共同参画の視点も考慮し、後任を
選考するものとする。

高齢福祉課

・地域密着型サービス運営協議会
　総数　１０人　　女性　３人

女性委員1名の死亡に伴い、9人中2人の状況。
補充委員に女性を登用し目標達成を目指してい
く。

・地域密着型サービス運営協議会
　総数　１０　人　　うち女性　３　人

高齢福祉課

・地域包括支援センター運営協議会
　総数　１４人　　女性　４人

女性委員1名の死亡に伴い、14人中4人の状況。
補充委員に女性を登用し目標達成を目指してい
く。

・地域包括支援センター運営協議会
　総数　１５　人　　うち女性　５　人
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高齢福祉課

・高齢者虐待等防止ネットワーク推進協議会
　総数　１５人　　女性　１人

各種団体関係者に女性選出の話はしたが、各種
団体から各種団体の代表者として推薦をしても
らって任命している関係上、性別を指定しての推
薦依頼を実施することは無理な部分がある。

・高齢者虐待等防止ネットワーク推進協議会
　総数　１５　人　　うち女性　１　人

子育て支援課

 ・保育所及び幼稚園適性配置等懇話会
 　総数　９人　　女性　０人

懇話会の委員は各団体の長及び代表者で構成
している

鹿屋市内の保育所及び幼稚園の適正な配置
等諸問題について、協議、検討などを行うこと
から、委員については引き続き関係団体等と
する。

子育て支援課
 ・要保護児童対策地域協議会
    　総数　　２９人　　女性　　７人

　各団体の推薦に基づいて委嘱を行っているが、
女性の推薦を今後もお願いする。

　女性の登用を促進する。

子育て支援課

 ・次世代育成支援対策地域協議会
    　総数　　２６人　　女性　１１人

　次世代育成支援対策地域協議会における、委
員総数26人中、女性委員は11人と半数近くを占
めており、目標値30％を達成している。

計画期間終了。

子育て支援課

 ・子ども・子育て会議
    　総数　　２７人　　女性　９人

　女性委員の登用促進を図る観点から会議設置
当初から登用率３０％を達成している。

委員の委嘱期間満了は平成27年9月25日まで
である。

健康増進課

・健康づくり推進協議会
　　 総数　１９人　　女性  ３人

女性の登用が少ない。 保健・医療・福祉・教育・農協・地区組織等の代
表から協議会を組織
鹿屋市の保健事業全般について協議を行う。
健康づくり推進協議会を年3回開催予定

健康増進課
・献血推進協議会　　総数　２２人　　女性　２人
　

委員への女性登用率が低いため 委員への女性登用を促進する。

健康増進課

・予防接種健康被害調査委員会
　　総数　１０人　　女性　０人

この委員の職種は、医師に限定される。鹿屋市
内の医師数に占める女性医師の数が少ない現
状では、女性医師の委員の登用は難しい。

この委員の職種は医師限定であり、鹿屋市内
の女性医師が少ないため、女性医師の委員の
登用は難しい。

健康保険課

・国民健康保険運営協議会　　総数　１７人　　女性　５人
 

（評価の理由）
　女性の委員登用率　29.4％（５人/17人）
（課題）
　17人の委員のうち団体等への推薦依頼により
委員を選任する枠（12人）があるため、女性登用
率の向上は厳しいものがある。

委員の任期が最終年度となることから、次年度
に新たな委員を委嘱する際、女性の推薦をお
願いし、現状を維持する。

農林水産課
・人・農地プラン検討委員会　　総数２２人　女性７人 目標の30％を上回っている。 女性委員の登用促進を図っていきたい。

農林水産課
・かのや食と農交流推進協議会　　総数２３人　女性１４人 半数以上が女性委員で占めている。 女性委員の登用促進を図っていきたい。

商工観光課 ・勤労婦人センター運営委員会　　総数１１人　女性５人 女性委員の登用促進を図っていきたい。
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都市政策課

・鹿屋市都市計画審議会　　総数１７人　女性１人 〇本委員会は、委員会の結果について住民に制
限を課すこともあるため、慎重な審議を要する。
このため、経済関係をはじめ農業関係や大学、
議員、町内会とあらゆる層からの参加をお願いし
ているところであるが、それぞれの団体からの推
薦が男性であるため、男女共同参画とはならな
い状況である。

〇各種団体からの推薦時に、男女共同参画の
視点での選任をお願いしていく。

下水道課
・公共下水道事業審議会　　総数１７人　女性３人 審議会が開かれなかったので、評価ができない。 ・公共下水道事業審議会

　総数 １６人　　女性４人としたい。

業務課

・水道事業審議会
　総数１２人　　女性５人

前年度は委員改選の年度であったため、女性登
用人数の見直しを検討し、女性委員を１名増加し
た。よって、目標以上の達成率となった。
（４１．６％）

本年度は改選を実施するが、現行の数値を維
持する予定である。

教育総務課

・教育委員会
　総数５人　　女性１人

・教育委員は、教育に係る高い見識が必要であ
ること、任命権者は市長であること、議会の議決
を要すること等から登用に関する課題が多い。

・平成27年度中に委員１人が任期満了を迎え
ることから女性委員の登用を働きかけていく
が、左記のとおり課題も多い。

教育総務課

・教育委員会外部評価委員会
　総数５人　　女性２人

・委員５人中、３人が辞任し、うち女性２人を登用
した。
・委員は教育関係団体の長から登用しているが、
各団体において、女性の長が少ない実情もある。

・本年度は、事業評価の継続性を確保するた
め、委員の見直しは実施しない。

教育総務課

・学校規模適正化検討委員会　　総数２０人　女性５人 ・委員は関係団体の長が登用されることが多い
が、ＰＴＡ関係者を中心に女性を登用するようにし
ている。

・学校再編等を実施する場合、必要に応じて検
討委員会を開催する予定である。

学校教育課

・奨学資金奨学生選考委員会　　総数８人　女性１人 女性委員の登用について30％を達成できていな
い

・4月30日
鹿屋市奨学資金奨学生選考委員会を、男性7
名、女性1名 計8名で開催

学校教育課

・障害児就学指導委員会　　総数２２人　女性８人 障害児就学指導委員の女性委員の占める割合
については３０％を上回った。

※各課との連携により各種審議会、委員会等
への女性の登用を促進
・障害児就学指導委員会（平成２６年度～２８
年度委嘱に向けた委員選考についての検討）
　総数　２２人　女性　　８人（到達目標）

学校教育課

・学校給食センター運営委員会
　総数５４人　　女性１５人

各センターの運営委員は、学校長及びPTA代表
の充て職となっているため積極的に推進すること
はできないが、昨年度と変わりなく女性登用の目
標を達成することができた。

PTA代表者はPTA会長が就任するのが一般的
なことから、女性の積極的登用は難しい。
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市民スポーツ
課

・スポーツ推進審議会
　委員10人（うち女性２人）

　平成26年度の委員改選の際、女性委員の積極
的な登用を図った。（H26女性登用率：20％）
　※任期が２年のため、H27は継続。

　本市のスポーツ施策や方針に女性の意見を
反映していくため、政策形成及び意思決定の
場であるスポーツ推進審議会への女性委員登
用を積極的に進めていく。

生涯学習課
・生涯学習推進会議　　任期切れ 現在、任期が切れており、会議開催実績なし。 現在、委員の任期が切れており、本年度、会議

開催予定なし。

生涯学習課
（文化財セン

ター）

・文化財保護審議会　　総数１０人　女性１人 文化財保護審議会の委員は、任期が３年となっ
ており、本年度は役員の改選はなかったが、女性
団体への文化財出前講座や史跡めぐり等を実施
し、文化財啓発活動を実施した。

文化財保護審議会の委員は、平成27年5月に
任期が終了することから,新規委員の登用に向
け、地域の歴史や文化への造詣が深い女性委
員の人材発掘に努める。

生涯学習課

・社会教育委員
　総数２０人　　女性１０人

　委員については社会教育関係団体他関係団体
の推薦の段階で「家庭教育の推進」に関する事
項当初から掲げ、女性を優先して推薦していただ
いたことにより、半数が女性となった。協議につい
ては性別に関係なくそれぞれの団体を代表し、積
極的に協議していただき、成果を上げるている。

　本来の男女共同参画とは、性別により分けられ
るものではなく、個の能力をいかんなく発揮でき
る場を意識して設定することが大切である。本会
では、それぞれの立場から十分に力を発揮して
いただいた。
　男女共同参画の視点から評価していくと十分に
その意は反映され目的を達成できた。

　本会では、平成26年度より2年間の委嘱であ
る。今年度も引きづ続き、女性の登用目標を意
識して委嘱する。ただし、辞退により男女比は
変わる可能性があるが、団体推薦の段階でお
願いしていく。
　ポジティブ・アクションとして３０％目標が設定
きている。本会は代議的な要素を考慮して、
ジェンダーフリーの視点から３０％以上を目標
にし、より委員の帰属団体での意見集約、様々
な立場での意見が平等に反映されるよう促し
ていく。本会議で多面的に協議できるよう工夫
し、様々な視点から提言をまとめるようにして
いく。

生涯学習課

・青少年問題協議会
　総数２５人　　女性３人

　本会の委員については社会教育関係団体や青
少年の健全育成に関わる各団体の推薦によるも
のであるため、昨年度と変わらない登用数であっ
たが、協議については性別に関係なくそれぞれ
の団体を代表し、積極的に協議していただき、成
果をあげることができている。

　本来の男女共同参画とは、性別により分けられ
るのではなく、個の能力をいかんなく発揮できる
場を設定することが大切であり、その意味ではそ
れぞれの立場から委員の十分に力を発揮してい
ただくことができた。
　委員は25人だが、そのうち市の役職が４人、実
質21名のうち6名が女性ということになり、登用目
標３０％に近い数字に達成している。

　本会は、今年度、新しく改選されることになっ
ている。2年間の委嘱となっているため、昨年
度までと同様、登用率は変わらない予定であ
る。ただし、意識して女性の比率30％を目指し
ていく。
　ただし、団体推薦によるため、団体長が推薦
せられることが多いことから率はわからないと
思われる。
　さらに、年に1回の会議であり、ジェンダーフ
リーの視点からすると30％目標よりも委員の帰
属団体での意見集約の際、多くの意見が平等
に反映されるよう促し、本会議で多面的に協議
されたことが実行に移されることができるよう工
夫を図りたい。
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生涯学習課
（中央公民館）

・公民館運営審議会
　総数１５人　　女性５人

公民館運営審議会への女性の委員の登用率を
30％と設定、目標を達成している。今後も30％以
上を目標とし登用促進を図る。

公民館運営審議会への女性の委員の登用率
を30％以上を目標とし登用促進を図る。

生涯学習課
（図書館）

・図書館協議会
　総数５人　　女性３人

幼稚園、学校、家庭教育、ボランティア活動や学
識経験の立場からの様々な意見が、図書館運営
に大きな影響を与えている。
各推薦団体からは、積極的な女性委員の推薦を
受けており、委員５名のうち３名が女性委員で、
登用率も60%を維持し目標を達成していると判断
する。

平成28年6月30日までの２年の任期中。平成
28年2月に図書館協議会を開催予定。

輝北総合支所

・輝北地域再生会議　 総数１０人　女性２人 　委員の推薦に当たり、各団体等からの選出であった
ため、結果として女性の委員が2人となった。

※事業なし

串良総合支所

・串良地域再生会議　 総数１０人　女性２人 (６月実施) 女性登用率30％を目指していたが、地域再生会
議が取りやめとなってしまった。

なし

吾平総合支所

・吾平地域再生会議　１回開催　（委員：総数１０人　女性２人）

※平成２７年３月３１日で廃止

基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目８ 政策･方針決定過程への女性の参画の推進
施策の方向１８ あらゆる分野における政策･方針決定過程への女性の参画促進

具体的施策③ 女性の人材発掘及び活用の推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

総務課

〔役職職員への女性の登用の促進〕
※各課における施策業務へ積極的は人事配置を推進

【係長級以上の女性職員数　】
平成27年度４月１日付け　・課長級　２人　・補佐級　16人　　・係長級　36人
平成26年度４月１日付け　・課長級　２人　・補佐級　12人　　・係長級　37人

定員適正化の進展により、平成27年度の職員数
が前年度比で17名減となる中、係長級以上の女
性職員数を増とすることができた。

女性管理職の育成に向けた研修等の充実を
図るとともに、勤務状況報告や自己申告制度
等の活用により積極的な登用・配置に努める。

市民課

※女性人材リスト登録事業の実施
・庁内への人材リスト活用の呼びかけ、ＨＰへの掲載
・リストの精度を高めるため、登録状況確認調査の実施

・登録人数　　  Ｈ26年度末　22人１団体    Ｈ25年度末　52人１団体

女性人材リストの登録状況を確認することによ
り、現在活動可能な人材を把握することができ
た。

女性人材リストのあり方、活用方法について検
討する。
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基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目９ 市民と行政の共生・協働の推進
施策の方向１９ 市民と行政の協働による地域づくりの推進
具体的施策① 市民の自主的な活動への支援

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

地域活力推進
課

※市民活動総合補償制度の運用及び周知を図った。
・事故発生件数　９件(男性６件、女性３件）
・支払額　263,490円
・年間掛金　1,605,220円

  鹿屋市及び市民の性別かかわらず、適用され
るため

  共生・協働社会を目指して、より積極的な活
動を行っていただくために、鹿屋市の全市民に
対して、市民活動総合補償制度を今年度も運
用する。鹿屋市のホームページや町内会を通
じて周知を行う。

地域活力推進
課

市民活動支援事業の推進
・市民活動支援事業（６団体）

　市民活動支援事業として採択された市民活動
団体の活動経費の一部を補助することにより、団
体が自立した活動を継続して行えるよう支援を行
う。

※市民活動支援事業の実施

地域活力推進
課

鹿屋市地域おこし協力隊の採用
・採用　４人（男４人）

  地域の課題に、行政活動だけでなく地域の多様
な個人、団体等と共に、都市住民の参画による
地域づくりを推進するため

  吾平、高隈の地域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会の地域活動
を支援

地域活力推進
課

〔ＮＰＯに関する事務〕
※ＮＰＯ設立相談等の支援を行った。
　・26年度末　　 ＮＰＯ法人数   59法人　　・25年度末　ＮＰＯ法人数   61法人
　・26年度中　　 設立認証件数　　２件　 　・25年度中　設立認証件数　３件
　・26年度中      解散件数           ２件

地域コミュニティと一体となった取組みを行うNPO
が法人格を取得し、新たな活動につながるよう
に、今後も設立相談やHP上の情報提供の支援を
行う。

　NPO設立相談事務

基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目９ 市民と行政の共生・協働の推進
施策の方向２０ 国際交流への理解･協力の促進
具体的施策① 外国人との交流や日本人英語指導講師を活用した学習機会の提供

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

地域活力推進
課

※国際交流協会支援事業
　行政と市民が一体となって国際交流、国際協力活動を推進するため、各種イベント等
を開催した。
Ｈ26年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H25年度
　・各種イベント年間　43回　延べ人数　1,025人　　　　 43回　延べ人数1,025人
　・ホームステイの受入0回　　　　　　　   　  0人 　　　　 １回　　　　　　　　　７人
　・ボランティアスタッフ会議 ６回　延べ人数38名　　   　 ８回　延べ人数  63人
　・外国語でおしゃべり会　　　　　　　　　　　　　ふれあいサロン
　　（英語）19回85人（韓国）２回９人　　　(韓国) 17回 166人 (中国) 17回73人
　・鹿児島県青少年国際協力体験事業
　　「カンボジアで異文化体験」　　 ２人　　　　「ベトナムで異文化体験」　　１人

国際理解のための青少年への海外派遣事業や
イベントなどを行なった。

効果的な事業の再構築や国際社会を実感する
事業の実施を目指し海外交流や各種イベント
等を開催する。
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地域活力推進
課

※国際交流員、韓国交流員による地域住民に対する語学指導を行なった。

H26年度　(国際交流員ＣＩＲ）
　・派遣回数  123回　 延べ参加者数  4,193人（うち、市民への語学指導は52回、延べ
参加556名）
 　　　　　 (韓国交流員)
　・派遣回数  25回　 延べ参加者数  714人　 主な派遣先  小・中学校、保育園など

H25年度　(国際交流員ＣＩＲ）
　・市民への英会話教室　 回数  21回  延べ参加者数  271人
　・派遣回数  69回　 延べ参加者数  4,096人　 主な派遣先  小学校、保育園など
 　　　　　 (韓国交流員)
　・派遣回数  37回　 延べ参加者数  1,633人　 主な派遣先  小・中学校、保育園など

国際交流員による地域住民に対する語学指導及
び派遣交流を行うことにより、国際理解の促進と
国際化に対応できる人材育成に取り組んだ。

※国際交流員による地域住民に対する語学指
導及び派遣交流

基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目９ 市民と行政の共生・協働の推進
施策の方向２１ 環境保全への取組
具体的施策① 環境保全への計画的な取組

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

生活環境課

○環境基本計画（平成２２年３月策定）
　※前期行動計画　H22年度～H26年度
　 　後期行動計画　H27年度～H31年度

（環境審議会）
Ｈ26年度・環境審議会　　　　4回開催
（環境保全の取り組み）
　・ウミガメ保護　　　16頭上陸（内７頭産卵）
（意識啓発及びボランティア・リーダーの育成）
　・環境出前講座 682人（10回）　・子供エコクラブ 183人（小・中学校）

市民（地域・学校等）、行政が連携して環境保全
に努めた。
（例）ウミガメ保護
　　　①監視員（地域）からのウミガメ産卵の通報
　　　②担当者現地確認（行政）
　　　③小学校での卵の保護等
　　　④子ガメの放流（市民）

引き続き地域、学校、各種団体と連携し環境啓
発及び環境保護に努めていく。

生活環境課

○環境出前講座
　町内会・事業所・婦人会・小中学校等への環境出前講座を実施し、環境に対する意識
の向上と周知を図った。

Ｈ26年度
　・開催回数　10回　・延べ参加者数　682人（男性320人　女性362人）
　（目的）　より良い環境を次世代へ引き継ぐために、皆さんと一緒にいろんな環境につ
いて考えるため
　（内容）　身近に感じる「環境｣問題として
　　　　１．鹿屋市の水環境について      ２．ウミガメについて
　　　　３．地球温暖化について           　４．廃食油石けん作りについて
Ｈ25年度・開催回数　18回　・延べ参加者数　896人

小中学校や地域など幅広く環境啓発活動を実施
することができた。

引き続き、小中学校や地域に出向いて、環境
保全に関する出前講座を実施する。

37



生活環境課

○肝属川クリーン作戦
　肝属川クリーン作戦を実施し、河川の自然環境保全に対する意識啓発を図った。
　・目的　潤いのあるきれいな肝属川にするため
　・内容　樋渡橋から馬込橋めでの肝属川流域の清掃作業
Ｈ26年度　・開催日７月20日（日）　・参加者数　　1,500人（男女別は不明）
Ｈ25年度　・開催日８月４日（日） 　・参加者数　　1,500人（男女別は不明）

地域、団体、会社、行政が協力して肝属川の清
掃を実施した。女性や子どもも含めて多くのボラ
ンティア参加があった。

地域、団体、会社、行政が協力して、引き続き
『肝属川クリーン作戦』を実施する。

基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目９ 市民と行政の共生・協働の推進
施策の方向２１ 環境保全への取組
具体的施策② ごみの減量やリサイクルの推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

生活環境課

※資源循環型社会の実現に向けた、ごみの減量化･リサイクルを図るために各種事業
等を展開
･町内会への普及・啓発活動を行った。
（ごみ分別等に関して各戸配布を行い、ごみ減量の啓発に努めた）

・市広報とは別に各戸配布を行うことで、多くの市
民にごみ減量の啓発を実施することができた。

・ごみ分別等の各戸配布により市民へ市民の
ごみ減量の意識啓発を行う。

生活環境課

○ごみ分別出前講座
　依頼により町内会・小学校等へ出向いてごみ分別に関する講座を実施
Ｈ26年度・実施回数：28回・延べ受講者数：825人（うち女性537人）
Ｈ25年度・実施回数：13回・延べ受講者数：579人（うち女性267人）

定期的に出前講座を実施。FMや回覧を通して、
男女ともに多くの方に情報を周知するよう努め
た。

男性の参加者が増えるように、休日開催にも
努める。

生活環境課

○市民一斉清掃を実施した。
Ｈ26年度・実施期日：７/20日・27町内会参加・通常ごみとして回収
Ｈ25年度・実施期日：８/４日・41町内会参加・ごみ集積実績：3,740㎏

　男女問わず幅広い年齢層の参加があった。 市民一斉清掃を実施して町内会参加による環
境美化に努める。

生活環境課

○生ゴミの各家庭における自家処理を推進した。
Ｈ26年度・電気式生ゴミ処理機（35基）・コンポスト容器（25基）・密封発酵容器（33基）
Ｈ25年度・電気式生ゴミ処理機（36基）・コンポスト容器（34基）
　　　　　　・密封発酵容器（24基）・竹粉（コンポスト用資材）（12名）

老若男女幅広く本事業を知ってもらうために、説
明用チラシを本庁・各支所で配布した。

引き続き補助事業を実施し、ごみの減量やリサ
イクルを図るため周知啓発に努める。

基本目標Ⅲ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進
重点項目１０ 防災の分野における男女共同参画の推進
施策の方向２２ 防災における男女共同参画の推進
具体的施策① 防災の現場における男女共同参画の推進

課名 平成２６年度事業実績 男女共同参画の視点（実施内容） 平成２７年度事業計画

安全安心課

消防団における女性団員の登用。
団員総数：９６５名　内女性団員：１１名

・今後においても、消防団、自主防災組織におけ
る活動等に女性の参画を促進する。
　また、避難所生活や災害ボランティア活動など
の場において、女性の配置や活動時の安全確保
など、男女共同参画の視点からの配慮がなされ
るよう図る。

 消防団、自主防災組織における活動等に女
性の参画を促進する。
  また、避難所生活や災害ボランティア活動な
どの場において、女性の配置や活動時の安全
確保など、男女共同参画の視点からの配慮が
なされるよう図る。
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